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戦前における都 Tl?下 層 の 展 開 （上)
一一■'東京市の場合 ---

中 川 清

第 1享 「下層社会」把握について

戦前期日本を対象とする労働問題研究においては，しぱしぱ「下層社会」という範畴が導入され,

労働者等の状態を評価する場合の有力な基準とされてきた。 .

その最も代表的なものは大河内一男氏の所説である0 r大正から昭和へかけての，日本の帝国主

義的膨張や財閥の手に流れ込んだ庞大な独占利腾も，日本の労働者をその長い『下層社会』的存在 
( 1)

から解放しはしなかった」。r戦前のサラリーマン」は，r貧乏暮しのr下層社会』 だったと考えた
( 2 ) 、

方が実態に合っているようだJ。ここにみられる大河内氏の[下層社会』論は， 戦0Uの全期間， ほ

ぽ全階層に妥当するr日本社会論J とでもいうべき性格を帯びていた。同の見解は他にも見い出

すことができる。明治44年から大正元年のr細民戸別調查Jを詳細に分析された津ffl真徵氏も，「一

般的労働者ですらも，この大きな救貧体系の中に吞みこまれたままで，下層社会層意識のままつい
(3)

に第二次大戦を迎えたJ と述べられている。

これらの見解が，都市を構成する人々の様態を一括して「下層社会」と捉えようとしていたのに

対■して，その後の研究の関心は，労働者，とりわけ大企業の'労働者がまらを「下層社会」から分か

つ点に向けられたといえよう。「下層社会J を土台とした，更に言■え ぱ 「下層社会」把握をそのま
C4)

まにした，このような視点の転換は，理論的には労働市場論を背景とするものであった0 その成果 

の-̂つとして兵藤剑氏の業績を拳げることができる。-氏藤氏は，•■重工業労働者の『下層社会J) 的

位置J (日清戦争後)，「大経営労働者の層社会』力、らの離脱とその限界J (日露戦♦後)， r大経営

大河内一リ] r日本の不幸な正体一 鼓困の中のr人旧』— J (『中央公論』1953年j 月号所収)。 ’

( 2 ) 大 河 内 一 『日本的4■産階級J I960あ 91H,

(3) rttllj真激『日本の都市下層社会J 1972サS 237貝 （ただし，本書のあとがきによれぱ，との部分は19S9i|i発まの論文 

力 中心となっている）。 .

( 4 ) この視点転換への橋渡し的発想は，例えぱ社会保隙のr企栗め福利施設化J と r救贫政策化J を促した二つのr国ほ 

k f S Jと言う考え力に求めることができる（氏ICEめ郎 f ロ本労働HIM研究J 1966年-,295K-305J3：, この部分の初山 

は1950年)0
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(C〉

労働者の『下層社会J!からの離脱J (第"^次大戦後）という枠組を設定され，その結,論として「重工業 

大経営労働者の実質貴金水準は，第一次大戦後かなりの上昇を示し，小 • 零細経営労働者，不熟練 

労働者などの赁金•所得水準に比し，かなりの優位を示すにいたったのであるが，その結果，力、つ 

て 『下層社会』の一員と目された重工業大経営労働者の地位も著しく改善されることとな 6̂#こ」と 

主張されている。ここで貫かれている視点は，大経営労働者をr下層社会J から分離して把握しよ 

うとするものであり，それ故，大経営労働者の比較対象としてのみ「下層社会J が問顯とされてい 

た。従って, 「下層社会J の生活様態に関するイメージは，津ffl氏等によって示されたものを踏襲 

していたと思われる。

勿論，この間に，上述した労働市場論の立場から「下層社会」への接近が行なわれなかったわけ

でゆない。隅谷三言男氏による「(都市)雑業層J という規定がそれで^ 7 ^ 隅谷氏は，r小工業や零

細家内工業の労働者，小売商，サビス業の従業者，職人等の手伝，土建その他の人足， 日雇等

」々で, .「近代的賃労働関係J とは異なるr家父長制や擬制的親分子分関係等J に支配された生業

に就くものを•■雑業層J と定義され，このr雑業層」力ぐ労働市場において}過剰人口の貯水池と
(9)

追加賞労働者の給源という役割を担い，その結果, ほぽ大正末期以降r農家の生活水準ではなく，

雑業層の多就業家計こそが，労嫩条件，直接的には零細企業の労働条件を規定し，間接的には中お
( 10)

よび大企業の労働条件を段階的に規定するに至ったJ と述べられている。ここでは,，「下層社会」 

に対してf■雜業層J という明確な規定が与えられ，しかも，労働条件の決定に際して積極的な意義 

を有するとされた。しかしながら，「雑業層の多就寒家計」が如何なるものであるかゆ，なお不間 

のままであった。

戦前における都市下層の展開（上)

以上，検討してきた諸説において, r下層社会J (もしくは「雑業層J)がきわめて重要な概念として 

登場していたことは否定できない。しかしながら，津旧氏の場合を除いて，r下層社会J そのもの 

の状態は，はとんど明確にされることがなかった。r下層社会」は，評価の基準として比較の対象

注（5 ) 兵藤剑『ロ本にぉける労資関係の展開』1971；i p ,目次。 ’

( 6 ) 同上書，477貝。

( 7 ) 隅谷三喜男f日本の労働問題j1967rf}i, 63貝ん64更，この部分の初出は1960あ同後の見解は，隅吞三喜男編『旧 

和恐慌』19テ4年，2 5 8 K - 2 5 9 H ,隅谷三喜男『労働経済の11論』1976ip, 239更及ぴ248頁。

( 8 ) 隅答 6■日本の労働問題』6 6K。

( 9 ) 同上書，68K-70K, 81頁~ 8 2 K。

( 1 0 )同上書，82貝。

(1り 津 ra,前掲& 第一編（この部分の初出は1956年0。律Hi氏の問題意識は，rr貧民窗』に工業化の影響が一体あらわ 

れているのかいないのかJ (278JJ；) や r『都市最下捲‘-.ついてどういうトレンドが兒られるか』J び6 H ) というま現に 

端的に示されている。そのために明治44ィI-:から大正元年の細ほ統計が分析され，工場労働者のスラムからの分離やスラ 

ム非現住者の意義等が詳細に爽証された。しかし，その後の展lifjについては，すでに引；nした如く，講座派仮説にづ 

いて工場労働者の下層社会的性格を解明することに力点が置かれ（特に，博111r日本の都市下層社会j, r経済学論集J 

第24巻，第 2号，77M-79M),大正物期以降のr工業化j 過程にぉける都市下層のrトレントM には十分な賊L、が払 

われなかった。ITト次大戦以後の都Tirド層にliyしても，生おi水準からの接近力*、放棄されるC224；ぽ，237貝）のではなく， 

その生沾状態が考察され，更にその意義が検討されねぱならないと思う，、
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とされてきたが，その具体的な様相は，必ずしも考究の対象とならなかったといえよう。

このような事態に陥った原因を幾つか举げることができる。まず第一は，分析主体の態度にかか 

わる問題である。r下層社会J は，そうであってはならないもの，そこから脱却すべきもめと捉え 

られ，現にそうであるもの，その中で生活するもののま態として把握しようとされなかった。第二 

に，第次大戦後の電力化や都市化に主導された新與重化学工業の成長が過少評価'されることによ 

って， 「下層社会」と戦間期経済発展との関速に十分な注意が链うっれなかった。そのため，横山源 

之助から津旧氏にまで継承される明治中後期の「下層社会J のイメージ7̂ ;,検討を加えられること 

なく，そのまま受け継がれてしまったように思われる。第三は，地域社会としての都市が，暗黙に 

前提されていたとはいえ，農村とは異質なものとしては独自に穀定されなかったことである。従っ 

て， 「下層社会』は，都市地域を構成する不可欠の隙層という積極的な位置付けを獲得することが 

できなかったし，また都市における自らの状態の解明を強く迫ることもできなかったとC、免よう。 

最後に，「下層社会」は，非適応、層もしくは被抑庄層として固定的に捉えられ，経済発展に伴う社

会変励に，それなりの仕方で対応するものとはみなされなかつ た。すなわち，「下層社会』が動態
(14)

において把握されることはほとんど皆無であった。

以上に指摘した原因は, そのまま，戦前の都市「下層社会」への接近方法を提示しているといえ 

よう。それ故，本稿の課題は，戦前特に戦間期の都市下層を，都市社令の構成部分として，動態的 

に把握し，その生活状態の推移を明らかにすることである。そのことは，単に都市下層がどう生活 

していたかだけではなく，人々が近代の都市で生きてゆくことの意味を最も鋭くま現しているはず 

である。

第 2享東京市下層に関する調ま資料の検討

--時系列比較のために--

戦前の都市下層に関する調ftには，大きく分類すると，貧民窟踏查，細民調査，不良住宅地区調 

査，耍保護世帯調査の4つの流れが存在した。この他にも，雇用問題との闕連で『失業者生活状態

r三ffl学会雑誌j 71卷 3号 (1978年G 月）

注(12 )横山源之助8■日本の下層社会』1899尔，岩波文nn版，8^-編参照。

(13) とのことを最初に指摘したのは，恐らく，下111平裕身 r企業福利施設と労働者-生活J (偶 谷 喜 男 榻 r請座労働経済 

4 , 日本の労使関係J 1967年，所収）であろう。下til乎氏はここで， r日本における都市社会の成立を認めなかったの 

だろう力、j と疑問を提出し， fまず日本の都7t!社会とそこに生活する労働者のイメージが与•えられねぱならないJ と主 

張された。残念なことに，その後とのra題提起は，必ずしも積極的に受け止められなかったようである。

(14)例えぱ,' 1929ipの策二次ロンドン調ま(New Survey of London Life and Labour)は188がの：/ースによる 

館次ロンドン調进と，’また1936：fjiのラウントリーによるホ二次g —  ク 調 (Poverty and Progress)は1899与-こり 

第次ヨーク調まと，それぞれ比較能であゥたので，ニ時ズ0ijの動態比較が議論された。

なお，日本のスラムを動態的にii適した恐らく唯の作業として，ザ恒次r人間性の経済学』34J^~43Hがあげられ 

るべきであろう。

— —60 (^362')'~—



調査JIや 『日傭労働者に閲する調査J 等が，また不走居民との関速で『木賃抬に関する調査■!や『浮 

浪者に関する調査』等があったが，前者は都市下層を一側面からしか追求していないし，後者は都 

市に生活し続ける者とはみなしていなかった。従って，都市下層を，都市の構成部分としで，全体 

的に把握していたのは，上記4系列の調査だということができよう。以下，東京市を対象とした代 

表的なf■貧困調査」を紹介し，その性格を4分類によって若干梭討してぉきたい0 

まず，貧民窟踏査を挙げよう0

不明「府下貧民の真況J (*■朝!Pf新聞J 明治年，西ffl長寿解説r明治前期の都市下層社会』 r生活古典叢 

書第2巻j の再録版による） .

大 我 居 士 （桜 r a文吾）「貧天地大飢寒窟探检記 J  ( i ■日本』明治2 3年， 前 掲 r 明治前期の都市下層社会』に

ょる） •

能 坤 一 布 衣 （松原岩五郎）「最暗黑之柬京」 （『国民新聞』明治25〜26年， 西 田 長 寿 編 r都市下層社会 j に 

ょる）

横 山 源 之 助 ほ 本 之 下 層 社 会 』 ， 「第 -"^編東京の貧民状態 r ( 明治32年刊 , 岩波文庫版による）

この他に，大阪を対象としたものとして，

吞天小林（始木）梅 四 郞 「大阪名護町貧民社会の実況記略J (r時ま新報』明治21年,前掲 r明治前期の 

都市下層社会J による）がある。

以上列挙した諸踏奄の主体は，いずれも民間の個人，具体的には新聞記者であった。そして，踏 

查对象の選定が見聞に基づく印象判断で行なわれたために,情熱を持って記述されたにもかかわら 

ず，そのような高密度集住地区である貧民まが，東京市全体の中でどのような位置を占めていたか 

は，必ずしも明らかではなかった。しかしながら，明治期の都市生活全体が，後述するように,相 

当低位なものだったとすれぱ，これらの印象判断による対象設定も，都市下層に関する一定の代表 

性を帯びていたと考えることができる。

次に，細民調査。 - ‘

内務省地方局『細 民 調 査 統 計 表 r細民戸別調查J 明治45年 （明治44年に調3S)

内務省地方局『細民調査統計表摘要』大正3年 （明治45年〜大正元年）

東京市社会局『東京市内の郁民に関する調査』大正10年 （大正9年）

内務省社会局『細民調查統計表』大]E11年 （大 正 . 

これらの細民調まは，中央政府によって行なわれたが，大正中期になると，調态の主体は地方行 

政に移行し始めたようである。大正10年の『細民調査統評表J は，直接の調査事務を東京府及び東

注( 1 5 ) 内務おによる先の2 つの調査と違って，生計調奄部門が非常に充突していた。そして，との調査の延長ムに，大正12 
. 年から3 ヶ年の全国的家gi.調まが計画されたが，関東大廣炎等ために中止された。しかし，との計画中の家計調査要 

綱案は，大正 I 5年~ 昭和2 作の内閲統計局による家評調查の骨格をなした（権III保之助 r本邦家f i .調查J , 高野-岩ニ郎 

' 編 **本弗社会統I t 論J  r経済ざy:全举祐52巻j 昭和8 体所収)。

--り1 (36 め
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京市に委嘱してぉ(̂>6| 府の社会事業協会救済委員や市の方如委員も作業に加わった。調査の対象地 

域は，『東京市内の細民に闕する調査』 除いて，来だ特定の染住地区に限られていたが，対象媒 

定ほ明確にされていた。大正元年の『細民調S 統計表摘耍』には，

r此調查ニ於テ細民ト称スルハ東京及大阪両市ニ在リチハ，特殊小学校ニ児意ヲ入学セシムル 

資;41& 及之ニ準スヘキ者ヲ謂ヒ，大略左ノ各項ニ該当スル者ヲ謂フ

H 所謂細民部落ニ居住スル者 ’

主ドシテ雑業又ハ車力其他下級労働ュ従事スル者 ‘

ヶ月家賞三円以内ノ家屋ニ居住スル者，（以下略）
(19)

所帯主ノ職業上ノ収入月額二十円以内ノ者，（以下略)」

と述べられている。この说定は，地域，職業，住居，収入の4視点からなされた包括的なもので，

都市下膚が )̂̂字通り下層社会としでの共通性を備ぇていたことを物語っている6 更をf，同居者を排

除して「細民ノ 所帯毎ノ事実ヲ各一票ニ記入スル-トJ として，「所帯」の概念をはっきり打ち

出 して \/、るのも法目に値 明治末から大正初年に，中央政府によって下層社会の生活状態の総

合的解明が行なわれたのは，'冶安もしくは防貧対策の一環としてであると同時に，都市下層という

最も不明瞭な对象を近代国家の成員とし七具体的に把握する過程で◊もあった。これらの調査による

細民が当該地域の人口に占める割合は，後述するように， 明治末頃には1割前後，大正中頃には

3.4%位だったと考えられる。 ’

東京市による大正9年の細民調査になると，先の包括的な細民規定は，栽量の余地を残しながら
(2 2)

も，f■主として部蒸を為J し r五人家族の 一̂世帯を標準とし其の収入月額六十円パ或は五十円内外J 

という2点に限定されてきた。そして，これが更に二分され，前者は不良住宅地区調査後者は 

耍保護世帯調査に，それぞれ受け継がれる'こととなる。 ' ,

不良住宅地区調査の系列には以下のものが存在する。

■東京府学務部『東京府郡部不良住宅地区調査』 昭和3年 （調查時;^は 大 正 本 稿 で は 主 に ，

r三田学会雑誌j 71卷 3 号ひ 978年6月）

注( 1 6 )同書，凡例2貝。

( 1 7 )力而委負制の経綠については，日本社会事業大学救货制庇研究会編『日本の救貧制® J 1 8 5 K  ~ 193K (小川政亮論 

文）を参照されたい。

( 1 8 )この資格者，すなわち細民は，r区'得を魚担せぬ者で人夹，1|1夫， 日傭等を業とし，月収M 円以下若しくは家賞3円 

以下のまにぽ-n-:するものJ と定義されていた（前海本の救貧制庇 JII53貝)。

..(19)同畫, 細民戸別調& 票記入心得1只。

( 2 0 )同上。

( 2 1 )明? の 『細K 調ま統計まJ は，r細民戸別調奄j, (•木賃宿戸別調ま r職工家庭調查j の3つで基本的に構成さ 

れており，r細民戸別調Ilf」 と r職：!:ま 庭 調 で は ，「所帯主】というま現が見受けられる。また，大正9年の『鬼京 

市めの細K に閲する調あJ は，細民を r走ぼ的細民j と r不定ほ的細民J とに区別して， r定居的細民J のところでは, 

分析上の!！;(要な槪念としてriiL滞 J を使川している。 以後，都TiJ下® に関する調において，rtit帯J 概念が定着する 

ととになる。

(22) 5K-6JC
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東京府学教部『東京府郡部不良住宅地区調査概説』 「社会調査資料第六輯」 昭和3 年によっ

すこ。

來京市社会局『東京市不長住宅地区調査』昭和 7 年 （昭和6年）

東京市社会局『東京市新市域不良住宅地区調査』昭和11年 （昭和9年）

以上が基本的なものであるが， 特定地域を对象とした同潤会による， 『猿江裏inj不良住宅地区改

良事業報告J1r不良住宅地区改良事業報告第一輯J 昭和 5年，『不良:住宅改良後に於ける地区.

内居住者生計調査報告書』 昭和8 年 （昭和7年調査)， 『共同住宅居住者生活調査（第 1回〜第

11回)J1(昭和5年〜昭和15年調あ）參も貴重である。

更に，細民地区もしくは不良住宅地区の存在を追求したものとして，東京市統計課『特定区域ニ

関スル調査』昭和2 年 (大正I4年)，東京府学務部『東京府部部に於ける柴団的不良住宅地区

状況調査』「社会調S 資料第九輯」昭和 5 年 （昭和5年）がある6 、

これら一遮の調査の主体は，主に地方行政となった。 そして， 調查対象の規定は，r湿地，瘦地,

袋地等に棟割, トンネル又は普通長屋，然らざれば狭隙なる単独家屋密集し，適路狭險，下水設備

不完全にして挑水従って悪く，住宅の室数は一室乃至ニ室，疊数は一豊乃至九覺，家貧はニ円乃至

九円殺度のもの約二十戸以上の葉団地J というものであった。対象地域は,従来のように特定地域

ではなく，新市域をも含めた東京市全域に拡大した。住環境を具体的に規定し，市域全体の不曳住 
‘  （24)

宅地区の「発見] に努めたことからも想像されるように，不良住宅地区調査は, 特定の政策目標， 

すなわち昭和2 年侧定の不良住宅地区改良法と密接に関連していた。第一次大戦後，都市の環境整 

備が進み，関東大震災の復興計画が行なわれる中で，ごれらの調まは，不良住宅地区改良事業の一 

環として実施されたわけである。なかでも同満会による諸調査は,改良事業の插满過程で生まれた
(25)

ものである。ところで，基本的な不良住宅地区調査が捉えた対象ほ，それぞれの調查市域の人口の 

約 1 % に過ぎなかった。もとよ.り，この住民は都市下層の生活状態を端的に表現していたのである 

ぜ、 第一次大戦後ことに震災後，市域が急速に膨張したため，貧民資踏査，細民調査，不良住宅地 

E 調査と続いた伝統的な參住規定によつ ては，都市下層の総体を把握することが困難になってきた。
け (26)

藥住規定を放棄し，所得という単一*の基準によって都市下層を把握したものとして，以下に撒ザ 

る要保護世帯調査の系列がある。

東京市社会局『東京市内要保護者に関する調查』昭和5 年 （調査は昭和4年〜5年，対象地域は旧市

戦前における都市下層の展 開 (上）

汪( 2 3 )『東ガび郡部不iii住屯地区調査概説』 1貝。『東京ホ不Jii住港地区調査j では, 『ー室乃至三室』（同書, はしがき）と 

变ガされている。 更に， 0K京市新市域不iU住宅地区調あ』になると，r二十戸以上密集J (同書，序言1頁）という举 

独規定になっている。

( 2 4 )『東京市不良住Eti地区調查』 1頁。 .

( 2 5 )同潤会の2}f業については， 同潤会『同潤会十律史J I旧和9律を參照されたい。特に，不良住宅地区との関速では， 

第四章共同住あj が重要である。 '

( 2 6 )貯密を零とみなせぱ，後述するf生括標準額J を, こうま現できるであもう。

•— 一 63 (5^5)— -
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域〉

束京府学務部『要保護者に関する調靈—— ま京府五郡社会調査一 』 「社会調查資料第千ニ輯J 

昭和6年 （昭和4年〜5年，新市域）

束京市社会局『東京市内耍救護者に関する調查JI昭和7年 （昭和6年，旧市域）

同上 ®■東京市要保護世帯生評調査』昭和7年 （昭和6年，旧市域）

同上『東京市要保護世帯概要調査J 昭和7年 （昭和7年, 旧市域）

同上『東京市要保護者調査』昭和8年 （昭和7年〜8年，新旧雨市域）

同上『東京市耍保護世帯調昭和9年 （昭和8年，新旧両市域）

同上『被救護者に開する調査』昭和9年 （昭和8年，旧市域)

同上『被救護者に関する調査』昭和10年 （昭和9年，主に新市域）

同上『救護法に依る被救護世帯調查JI昭和11年 （昭和10年, 新旧両?U域）

主要な調査は以上であるゼ、、この他にも対■象を特定したものとして，東京市社会局による『東京

市要保護寡婦世帯調査J 昭和7年， 『；̂京市襄保護世帯に於ける老衰者の調査』 昭和9年，

『東京市要保護世带に於ける特殊事情者の調査』昭和9年，『要保護世帯に於ける乳幼见の'

活状態J1昭和10年，r東京市被救護幼者調査JI昭和12年，『東京市耍保護母子調査』同年，『要

保護世帯に於ける出生， 死産並に乳幼児死亡事情関する調査J1同年，『救護法に依る救護

の廃止停止事情及其の世帯の現状に関する調査』昭和13年等がある。

不良住宅地区調査と同様'に, 調查主体が地方行政で，対象地域が全市域であることは，一見して

明らかである。昭和4年以降，上記の諸調査が執励に行なわれたのは，昭和4年救護法の制定公布，
(27)

昭和7年教護法の施行，更に昭和12年母子保護法の制定公布という速の政治過程に対応している。 

すなわち，大正中期以降，恤救規則に基づいた公的扶助の欠陥を補うために社会事業の組織化力I進 

展し，昭和に入ると，組織化の担い手であった方面委員を心として救護法制定促進運勘が展開さ 

れた結果，昭和4年に教護法が公; された。しかし実施が遅れたために，Wび方面委員を中核に救 

護法宾施促進運動が推進されたわけであるが，前平の要保護世帯調查は，この実施運動の一環であ 

り，同時に救護法実施の条件を準備するものであったといえよう。ま.実，各調査の凡例では方®委 

員の資料に依蒋したと述べられており，方面地区，方面委員，方®事務所，方面事務所爲等から桃 

成される方面委員制度は，すでに相当組織され，また調査の過程で一*層充実したようである。そし 

て，昭和7年に救護法が施行されると，実施状況に関する調查が行なわれ，更に，救護法下で生じ

>±(27) 速の政ぬ過程の詳細については，flij掲 f R本の救お ;制 223K~279K (就谷ま教論文，Btffl信 論 文 ）愈照。

( 2 8 ) との点に関しては，ま113久 ー r社会if?業の近代イ匕ー組俄化を中心として—— J (^^山京編『社会保障の近代化』所 

収）が評しい。

( 2 9 )娘京市の方而委負制液については，JIOK市社会局 f鬼京ホ力而委爲取扱実例旧和 4ザ， 同 r東 京 ホ 力 業 S? 

览1 ,昭和11外:を參照されたい。
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る特定の課題に接近するものとして個別的な調査が行なわれ，この努力が戦時下の母子保護法や医 

療保護法に結実した0 ところで， 速の調査が知識階級失業者対策，すなわち小額給料生活者失業 

救済事業の一*環として施行されたC とにも注意を払つておく必要がある。さて，対象規定に移ろう。

〔表1〕 方面カード階級生活程度標準

戦前における都市下層の展開（上） '

世帯人員

額 （円）
1人 2 人 3 人 4 人 5人 6 人 7 人 8 人

救護法該当世帯(要救護世 
带）生话標準額

9 15 21 ' 24 27 30 33 36

第二種生活標準額〔旧市 
域〕

25 35 45 55 60 65 70 75

第二種' 活標準額〔新市 
域〕

15 25 35 45 50 55 60 65

第三種生活標準額 40 50 60 70 75 80 85 90

。これは，昭和6年に斑'更されたもので，大正15年に制定された変更以前の第二種生活標準額は，新旧両市域典 

通で，以下のものであった。

世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人 1 6人 7 人 8人

月 . 額 35円 45円 剛 65円 70円 75円 80円 85円

方面カード階級生活程度標準は，一応四つに分類されている。第一種カード階級とは，「公私ノ救

助ヲ受クルニアラザレバ生活シ能ハザルモノ」で，〔表1〕の救護法該当世帯生活標揮以下のもの

を指す。第二種カード階級は， r辛ジチ生活シツツアルモノJ で，第二種生活標準以下のものであ

り，要保護世帯調査の対象は，第一種及び第二種カード階級であったC 第三種とは，「生活ニ余裕

ナキモノJ で，第三種生活標準以下のものである。第四種は，「生活ュ余裕アルモノ」で，特に具 
(30) ■

体的な規定はない。以上のように世帯人員に基づいて詳細に標準額が定められたことは，この対象

規定の特色であろう。そして，第一種及び第二種カード階級に該当する耍保護世帯調査人口が各市

域に占める割合は約10%弱，第一種カード階級に該当する要救護者調查人口の旧市域に占める割合

は，1 .3 % ,また被救護者は東京市人ロの1%以下であった。
(31)

以上，4つの系列の都市下層調查について検討してきた。対象規定は少しずつ異なっているが， 

それぞれの調直は，都市最下層を共通基底として，〔図1〕の概念図が示すような対象を把握してい 

た。特に，細民調査と耍保護世帯調査は，少なくとも量的には大体似通った射象を捉えている。不 

Iさ住宅地区調查も，昭和9年め不住地区調 ®によれぱ調査世帯の82.4% が新市域の要保護世帯 

標 準 月 額 以 内 で 前 記 2調査と比べて，それほど片寄っているわけではない。従って，細民調

法(30) 京市社会局rju京ホ社会事業g?魔』昭和7年，敏^^編社会ミぼ業関係法说及市说则による。

(31)都市下届調査511論としては，高51?史 郎 r贫困調査と家HI•調 の 歴 !Alj (岩本•高！?編著 r講座ffl代生活研究IV生洒調 

査J 所収)，より"*般的な調史論としては，相 較 岛 編 f統針日本経済j r経済学全後28J第 S章~ ポ5章がある。

( 3 2 )前揭『東京ホ新市域不廣住屯地区調概説篇標準額を越える世帯の割合は， 1人及び2人世帯で高く 

なってV、る0 このiniに消iな者物価衍数力’、上‘H.したことを考慮すれぱ，より多くの世带が標準月額以内であったと思われ 

る。
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住琼境

。調査当時の収入と住還境を軸にとって，把握された対象の大体の関係を示したものである。面積は，調査当時 

の柬京市人ロに占める大きさを表わす。ただし贫民窟踏査の範BI!は確定的でない。

查，不良住宅地区調査そして耍保護世帯調査は，少なくとも収入視点から判断すれば，相互に比較 

可能な都市下層を対象として把握していたといえよう。

一方，各系列の調査が行なわれた時期は，貧民窗踏査が明治中期から後期,細民調が明治末か 

ら大正10年，ネ良住宅地区調查が大主15年から昭和9年，要保護世帯調iSiが®和 4年以降と，明治 

中頃から昭和10年頃までの約50年間にわたっている。貧民窟踏査を除いても，明洽末以後の約四半 

世紀にわたって，都市下層の生活状態を迪ることが可能である。具体的にいえば，第一次大戦前と 

して明治44年から大正元年，大戦直後として大正9年から大正10年，関東大霞炎後として大正15年， 

昭和恐慌下として昭和7年前後の4時点を押え，比較することによって，戦間期の都市下層の励向 

を明確にすることができよう。

明治44年〜大正元年の細民調査は，旧市域の下層約1割の中の，~̂定地区のー部分を調^£したも 

のである。大正11ギ-TU行の『本邦社会事業概要Jは，根抛が不明であるが，「~^家が漸く衣食住費の
(33)

最少限度を得るのみの者J は r最も少く考ふるも全人ロの約一割をめJ ると推定した。また，恐 

らく昭和初願に執纖されたと思われる草間論文は，來京市人ロのr百分の六は生活苦にr悶婉く貧し 

い者J すなわちr細民J であると述べていI 。吏に，旧和6年〜8ギの耍保護世帯調3!Eは， 京市

法( 3 3 )前掲『日 本 の 救 贫 制 203H一204H。

( 3 4 )草間八十雄(•大ぴの細民街と生沾の態容J びHI本地M 大系大來《篇J!旧和5ゴド，改造社版， 所収)。なお，mn 

は，ま京ホの下) 調まに提银槐わってきた人物である。
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〔図1〕 都市下眉調查による対象把握の概念図
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人口の約10% を対夢として把握してい た。従って，戦前において，都市下層1 割という基準が，契 

態としても通念としても，はぱ妥当していたと判断しても大過ないであろう。そうだとすれば，都 . 

市下層10%に焦点を据えて時系列的に比較する作業は，単なる統計分布上の下層ではなく，戦前の 

典型的な都市下層の，生活状態の解明を意味するといえよう。幸い，明治44̂ ][1~大正元年の細民調 

査と昭和6 年〜 8 年の要保護世帯調査は，都市下層10%に大体該当しており，との2 時点は直接的 

な比較が可能である0 問題は，この間を埋める大正9 年〜10年の細民調査と大正15年の不良住屯地 

区調查である。雨調査の捉えた対象の削合は，それぞれ3 . 4 % , 1 . 1 % と低かったが，すでに述べた 

ように，それは，対象が偏っていたためではなく，集住鋭定のためであり，両調查典，最下層を基 

底として都市下層め代表的な部分をほぽ把握して\̂ 3|：。それ故，典型的な都市下層10%の比較に， 

この2 鶴查を使っても，それほど大きな欠陥は生じないであろう。一歩譲っても，両調査対象の平 

均が都市下層10%の平特的水準を大きく上回らなかったことは確かである。

これらの検討から，’細民調査，不良住宅地区調查，要保護世帯調査の3 系列の都市下層調査によ 

って，典翦的な都市下層10%の生活状態の推移を, 戦前の4 時点を通して解明することが可能であ 

るといえよう。戦前の日本は下層社会的性格を帯びており，都市下層の生活水準自体を追究するこ 

とはあまり意味がないと主張する前に，まず都市下層の様態そのものを可能な限り明確にする必耍 

があった。しかも，都市下層10%の状態の推移を究明する作業は，単に都市下層が如何に薛乏化し 

たかを立証することではなく，経済発展に伴う-都市社会の変化に，都市下層自体がどのように対応 

したかを明らかにすることであり，更に，近代の都市生活そのものを問うことでもある。

第 3章明治中期の貧民窟 

— 第一次大戦以前の都市下層その1 ——

戦前における都市下層の展開（上）

第 1節はじめに

まず，第一*次世界大戦以前のr都市下層社会J の状態を検討したい。 ，

1880年代に進行した松方デフレと農民層分解によって， 1880年代末から90年代にかけて，束京市 

の 「下層社会」は膨張し，举なる浮浪者問題としてではなく，都市に内在する課題とし't：一部のジ 

ヤ'"•ナリストに認識され始めた。しかしながら，日本の本源的蓄積過程が「不徹底』であったため

注(35) 箱一次大戦後から世界恐慌前迄は，後述するように，都市下層をめぐる環境は比较的安定していたので，典型的な様 

市下層が縮小値向にあったのも3 である。その意味では，草問論文の6 % という数値には，かなり信憑性があるのか 

も知れない。昭和4年~  5ギの要保護まに関する調せ-も，生法標取!)'、高い力で力面地区が未完傭であったが，捉えた 

ダサ象の割合は，旧市城で4.3%,新市域で7.3%となっており，上記の縮小傾向を裏付けているように思われる。

(36)榻西，加藤，大岛,大内箸S■日本資本主義の成なJ r双li旧本におげる資本主義の発達2j422K~441直，461更〜4«1 

K を# 照。 、
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第 2 節 分 布

明瞭な定義で，この時期のr下層社会.1の分布を数量的に示すことは，ほとんど不可能である。 

そもそも，「下層社会」そのものが，「窮民J , 「貧民」, 「細民』 と い う 3 つ の 「社会層』を含んセお 

り，当時の都市社会自体がr下層社会的性格j を帯びていたと考えられる。中鉢氏は，明治20年代
(39)

初 頭 に 「下層社会J 的生活を営む者が全体の約6 割を占めると拖評され，都市においても約半数近

法( 3 7 )陳谷，小林， 藤敦 r日本資本主義と労働|]0题』27貝~30貝 谷 さ 喜 -ガ論文）による。

( 3 8 )購谷三容ガ6*H本® 労働史論j 第 2版，107K~lllJi：o ただし，[細民」が登揚し展開したのは明治30^^代に入って 

力、らである。 .

( 3 9 )巾鉢正-焚 『現代rj本の生ほ休系』105K,

— 68 (370)----
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‘ (37) ■ • ■
に，大量かつ■̂举的な都市竊民の形成には至らず,江戸時代からの貧民窗及びその周辺地区を中心

とした「都市下層社会J の膨張に留まった。その後，産業資本が確立し，日露戦争を経て，柬京市

を軸とした工業地帯が形成されたわけだが, 「下層社会J も， このような工業の動向に関連して展

開し，隅旧川を越えた新與工業地域にまで拡大した0 そして，との頃の「下層社会」は，農村から

の人ロ流入と工場労働者の形成とを積極的に媒介する役割を担うことにもなった。

〔表2；)明治期の東京ホ貧民まの登場

明治10年代 明治20年代 明治30^1^{[ 明治40年代

深 川 区 0 2 2 4

本 所 区 1 1 3 8

浅 草 区 1 7 5 3

下 谷 区 1 7 2 2

その他の区 8 5 2 0

HI- 11 22 ' 14 17

D津[T1真 激 rpi本の都市下層社会—— 明治末期のスラムをめぐって 

び経済学論架』雄25卷，第 2 号所収）より作成。

。新たに登場した翁民まのみである。

〔表 2 〕は，各年代に登場した貧民窟の所在地を，津田氏が盤理されたものである。それによる 

と，明治20年代の貧民窟が浅草区と下谷区を中心に増えているのに対して，明治40年代には，増加 

の中心が本所区と深川区に移っている。このことは，上 記 の 「下層社会」の一般的動向とも一致し 

ており， 明治中期と明治末期とでは， r都市下層社会J の性格が異なっていたことを想像させる。 

その上，両時期の資料も貧民窟路查と細民調査とr 分かれているので，ここでは，大戦以前を明洽 

中期と明治末から大正初頭の2 時期に区別して考察したい。

従って，この章では明治中期の都市下層を対象とする。

juiJini.lL



戦前における都市下層の展開（上）

(40)
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くになることを暗示されている。従って，先の都市下層10%の視点からは，「細民』ではなく，r貧 

民』を取り上げるのが妥当であろう。ここで、は，「貧民」の分布への近似的接近として，「貧民」の 

代表的職糖である曆拾及び肩買と人力夫の分布を〔ま3〕に示しておいた。それによれぱ，下谷

〔表 3 〕 貧 民 の 分 布 （明治20年代初頭）

人力市-夫 （所有ホ挽，借す1 
挽，挽子の合針）

紙屑買，紙屑拾，履物ホ 
シ，硕子毁し買の合計

m 町 区 1,560 118

神 田 区 4,176 420

日 本 橋 区 2,260 139

M 橋 区 2,694 414

芝 区 4,102 649

麻 布 区 1,674 294

ホ 坂 区 949 114

四 谷 区 1,277 312

牛 込 区 1,973 305

小 石 川 1,736 339

本 鄉 区 2,533 334

下 谷 区 3,765 1,464

m 草 区 5,618 1,053

本 所 区 3,233 548

深 川 区 2,598 186

以 上 合 計 40,148 6,689

郡 部 計 效 3,035 967

左欄は，前掲，横山f日本の下層会』21更による。.調査時点は明治31：̂ら5 
右欄は，r統計集誌』第261号，明治32年による。調査は明治30ザ。
※は，上記2資料から算出した。

区，法草区を中心として，神田区，芝区，京橋区の旧江戸地域と，本所区，深川区の新興地域とに， 

明治30年代初頭の「貧民」が集糖していたと推測できよう。また，旧市域における雨職種の合計が 

46,837人，これに低目の世帯人員3人を掛けると約14万人となり，2職種から概算したr貧民」だ 

けで, 当時の束京市人ロの約12.7%をめることになる。それ故，「貧民」の中でも比較的低位の 

部分，すなわち一迪の貧民窟踏奄の具体的な記述の対象となった部分が都市下層10% に大体該当し 

ていたと考えても差しつかえないであろう。

注(4 0 )原RUK風は明'冶35年刊行の『货民窟J で rあいホ国の首府たるこの；A：都会には，如何に多く細民が生括して居-るであ 

らう。.亩三十有金方の人口，その三分のニ以上は，樊にこの細民を以ゥて满されて屈.るのである。J と述べている（小 

西他編r体系日本史叢fl|17生活史fflj 197K--198K.松尾-章一論文による)。 横山源之肋もrjtt京市十区，戸数二十 

-JOjAI：-,現住人ロ百三'十六方余，其の十分の幾分は中流以上にして，即ち生活に苦まざる人生の順境に在るものなる 

べしと雖も，多数は生® に如意ならざる下層の階級にぼすJ (前掲lij, 1 9 H )という叙述で，r日本の下屠社会J を始め 

ている0 4 •鉢成の推nr時点から約10ギ遊れているが，[下層社会J 的生?;5が，柬京市において， なお一般的性格を有し 

ていたと考えられよう◊ ■'

69 (371)-
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第3節 人口及び家族

後の調查資料と比較できるデ一タはほとんど皆無であろ0 ここでは，この時期の家族の性格を若

干探ってみたい。明治中期の都市下層10%にとっては，職業や生g十にもまして，家族であることId

体が，何よりも切庚な問題であったと思われるからである。
(41) (42)

世帯想模に関しては，明治18年，大阪名護町，3.0人，明治21年，名護町，-3.8A (男女比101.9),, 

明治23年，名護町，3.3人(男女比98.り，ただし表屋では4.0人 （107.5) , 「貧民』の居住する裏屋で
(43) (44)

は3.1人(95*3) , 明治23年,下谷区の各貧民窟，3.2人 （男女比92.3),明治31年,四谷較河橋，3.6人 （男
(45)

女比I26.5) , 下各万年町，4.5人 (121.3),芝新網，6.1人，という数値を拾い出すことができる0 地

区を厳密に選定しているものとしては，3.1人や3.2人を重視したい気もするが，一歩譲っても，世

带棋模が不安定であったことは確言できそうである。警視庁による明治23年の束京府下r窮民丄調
(46)

でも，下谷署の2.8人から本鄉署の6.4人と，世帯規模は極めて分散していた。

このように世帯規模が安定しなかったことは，ま族自体の在り方に深く係わっていた。 rドの家 
. ' (47)

でも戸主一人卜いう家は無く，三人とか五人とかの寄合身代である」や 「九尺ニ間の陋屋，広きは

六壁，大抵四疊の"^小廊に，夫婦子供同居者を加へて五六人の人数住めり，之を一の家庭とし1•へ

ぱ一の家庭に相違なけれど，僅に四疊六覺の間に二三の家庭を含む，婆あり，血気盛りの若者あり，

三十を出でたる女あり, 寄留者多きは蓋し貧民窟の一現象な‘るべしJ という記述からも想定できる

ように，長屋の1部屋に必ずしも1家族が住んでいたわけではなく，相当数の家族が同居人と起居

を共にしていた。一̂方，木資宿の雑居室の9組中4組が夫婦世帯もしくは子持の欠損世帯であると

いう事例や， 「夫婦相伴うて宿泊し，若くは三年四年の年月を重ねて猎泊せる者多き上より言へぱ，

寧ろ東京の木質宿は生活の溯流に漂へる一種の流者が能易なる邸宅なりともH ふを得ん。然り一戸
’ ， (50)

を構ふることを得ざる細民に取りては，木贊宿の置:ー覺は恼爲なる一種の家屋なりJ という表現か

らは， 者に混じって，2人以上で構成される世帯が木賞泡に斜萌していたと考えられる。当時

>±(41)前海『大阪名護町贫民窃視察記J 144直。

(42) 同上 Hf,129 貝。

( 4 3 )前掲『日本最書贫天地飢澳廣傑檢記ょ108H-^109H。

( 4 4 )同上措，82Ko

(45) jlLは，前揭 nil本の下眉社会23；riん24；P(による。明治23年迄の数値は個別的查によるものと考えられるが， 

横山のこの数値は戸籍によっている。

(46) r東M 府下貧民の調3?」び経済及統計』Um^h明治23ィ!i)。ただし，小川町，本所；}T1生町は，戸数が/sHIを上回った 

り戸数が少な過ぎたりするため除外した。

(47) m 言』明治3が月の節旗兼次郞論文 r下谷区方ゴfi町の賛民窗の状態J で前掲『生?S史UU 204H~205Kによる0

(48) _前得 r日本の下層社会J 49Ko

( 4 9 )前掲 r贫天地飢'想韻探検記J 75ji：~ 7 6 K oとの部分は芝新網の木货まに閲する叙述である。

(50) rra本の下/0社会』5SH。rî 子殺去，？お子を携へ逃亡，|1̂子を挑へ木贷? の定'客となるjOil文 聪 rjR京府下お民の状 

況スタチスチック雑誌J せ，明沿24づただし本労働運動史料第一 *巻』 による）とも述べられている。

一"'— 70 (^372)---*



の r貧民J にとって，長屋の1 部屋に複数の家族力t居住し，木賞宿に単独世帯以外の家族が雑居す 

るのは，決して奇異なことではなかった6 すなわち，家族であること自体が困難であるはどに貧レ 

かったのである◊

辛うじて1 家族が1 部屋に住む場合も，r甚しく小児を放擲して雄落の境界に逐という金銭 

を，r亭主は日々稼ぎに出て遅くまで帰らず，女房は亭主が其日々々に銭を儲けて帰り来るを待も， 

それまでは食にありつく能はず, 数人の小供は頑是なくおツかア腹が乏た飯を吳れろと泣n f i j と 

いう有様であった。 夫婦の関係についても， 横山源之助は次のように述ぺている。「而して夫婦喧 

0-は貧民の家庭最も多く見る所，成は生活の苦悶を夫婦喧哺の上に示せるものなきにあらざれども， 

亦た何等の理由もなく衝突して罪なき子供にあたり，（中略）闇M の方を見来れぱ真個一幅の修羅場
(53)

なり」。

一連の貧民窟踏查で唯一人口動態を示しているr貧天地飢寒窟探検記』によれぱ，明治22年中の 

大阪名護において，死亡数は出産を大幅に'上回り，比率にすると，出産率23.1%0,死亡傘49,3%0，
(5り

従ってき然減少率26.2グ卯となり，貧民窟の人口は不断の流入によってしか維持できなかった。この 

数値をそのまま信用することはできないにしても, 明治中勘の東京市において，貧民窟の白然増加 

率がプラスに転じていなかったのは事実であろう。以上の人口動態指標からも，家族であること自 

体が非常に困難であった事情が理解できよう。 ’

戦前における都市下層の展開（上）

第 4 節 住 居

おおむね平家建の長屋で，その過半が普通長屋であったが , r家の中•央より雨辺に高下し中央に 

一線の壁を通し両面にロを開きたる両面長屋J , 「俗にいう九尺ニ間の棟割長家」も少なくなかった 

ようである。 1 戸の間取りは，ほとんどが1 室で，広いものが間口 9 尺奥行2 間で4 豊半の部屋と 

4 分の3 坪の土間，中位のものが間口1 間奥行2 間で3 疊の部屋と2 分の 1 坪の土間，そして狭い 

ものが間口1 間奥行9 尺で 2 置:の部屋と2 分の 1 坪の土間であり，必ずしも疊が敷いてあるわけで

注( 5 1 )前掲 r最暗黒の東京j 87Mo

( 5 2 )前揭 r東京府下貧民の真況J 6 1 M。

( 5 3 )前掲（■日本の下層社会JI so頁。家族であることに貧しかったが，必ずしも家族そのものが貧しかったわけではない。

r紙屑を拾ひて生活し居る隅井しげ（年齢三十位）の如きは，良人が;a：六律来の長病で，腹さへ抜けて居て起居自由な 

らぬを能< m m u  上雨人の小供まで位民学校に通はせて居る。彼女は如何なる風雨の日とて休む事なく紙屑拾を勉 

.強し，& 人が生来の好物たる酒も日々欠かさず買ひ与ふといふ有樣J (前 撒 斎愈 論文 f生ぼTおin』 201良~202京） 

や， 歳の長-ガが夫に死別し'て病床にある母と弟妹を行商をして養うという事例（前海 r東京府下贫民の真況j 63K) 

があったことを)i逃してはならないと思う。

( 5 4 )同Hf,109真。後に述べるよちに， 明治初雄では都市全体の自然ぜI加率が資であったと言われる。 明治中期の都市に 

おいては, 『日本帝国人口勘態統評J から推測する限り，自然增加4くはプラスfc転じていたようである。

( 5 5 )前揭 r贫天地飢; 窟探検記j105Ko 、

( 5 6 )前海，斎藤論文，r生活史BU 205；0：ゥ

( 5 7 )前提す大阪名護咐贫は]視ま記J 1 3 0 H。 •.
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(58) _

はなかった。6覺という記述も見受けられるが，やはり「広い家でも四覺半か六疊J という程度で,

当時の部屋の広さの平均は4覺半な下であったと考えられる。

更に，蒲団等を所有しない世帯も珍しくなく，彼らは毎日損料貸から蒲団を，ある者は衣服まで

も借り受けていた。このことは，明治期のr貧民J が旅行に必要な程度の生活手段しか保有してい

なかった状態を端的に示している0

集住形式として，貧民窟がその内部か近隣に木賞宿を有している場合が相当あったこと，そして

上述したように棟割長屋が少なからず存在したことは注目に値する。すなわち，貧民窟の集住単位

においては，都市全体の中ではある完結した地域として，擬似的な共同圈を形成する傾向が強かっ

たと思われる。事卖，寝ることと食うことくらいが住居内で行なわれ，坎事，育见，洗濯，排便等

の過半は，集住単位において行なわれていた。その上，「貧民」相互の関係は，「同類相愛」，「患難
(60)

相救ひ喜楽相共にするJ ものであったと述べられている。このような擬似的共同圏の形成は,家族 

であること自体に贫しか-ったこととも密接に関連していた。 ただし， この地域的共同性は，後述 

す る 「貧民」の生活水準の般性と，必ずしも矛盾するものではなかった。

第 5節職業及び収入

貧民窟の主な職業は，日雇人夫，人力車夫，大工や左官等の職人, .種々の行商及び露店商，手工 

業的職人（例えぱ，下駄直し，羅字屋，鋳掛屋等で，行商的性格を伴う場合も多かった)， 紙その他の肩拾

及び肩買，芸 人 等 で あ こ れ ら は ，前3者を力役腿，後 4者を雑業型と大きく 2つに分類する
1

ことができる。無業に近いが，この他に乞货をする者もいたし，妻の大部分は，何らかの内職に従
(62)

事していた。そして，明治30年代に入ると，わずかながら工場職工が登場してきたといわれる。各 

職業の割合は不明であるが，力役型と雑業型とが相半ぱする構成から，徐々に力役型が比率を増し， 

更にその中から工場職工が生み出されたものと想像される。

次に, r大阪名護町貧民窟視察記』によって，就業状態を観察すると， 15歳以上の男子の当該人

ロに対する有業率は97.5%,15歳以上の女子のそれは85.5%,15歳未満の男女の有業ギは58.9%で
(63)

あった。それぞれを，世帯主，配偶者，子供の有業率と考えるならば，配偶者と子供の，時に子供 

の有業率が，後の都市下層と比べて，高かったといえよう0

>±(58)前掲，斎藤論文，f生活史DU 205K。

( 5 9 )前揭，r坡京府下贫民の寓況j 62貝，『大阪名護WJ贫民窗祝察記』133貝，『口本の下社会J 4 8K。

( 6 0 ) 前掲，『大阪名護町贫民窗祝察記』141M〜1 4 2 K ,146页~147瓦 『日本のド曆社会i 51爽。

(61)前掲，津山f日本の都市下層社会』57頁~63更に基づいて盤?Jした。
( 6 2 )同上fli, 62H~63H„

( 6 3 )同 氣 1 3 5 H oただし，時化背をき傲して乞食の数も算定した（15歳以上の巧子中3 . 2 % ,同女子中4.6%,15歳未 

満の労女M,8.2% をノバ☆力*ntiめる）。なお，内職も有業に計上されている。 こめM のまから推計すると，1(5歲来满 

人口比は40.3.%となり，この限りでは，後の都市下屑の人口構成と大差ない。

— 72 (374)——
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明治中期のr貧民J の収入は，津tD氏によれぱ次のごとくであった。明洽10年代末から20年代始 

めの3人家族では，世帯主の日収14銭，労働日が月に20日强，これに家族の収入を加えて，月収4 

円が典聖であった。明治20年代中廣の4人家族になると，世帯主の日収25錢，労働日が月25曰くら 

い，家族収入を加算した月収の標準は7円50雜であった。明治30年代の4人家族は，世帯主が日収
(64)

50銭で月に26日稼働し，家族収入を合わせて，月収15円という水準であった。注意しなければなら

ないのは, 以上の月収水準が力役型に対応するものであり，雑業型はこれを下回り，「貧民」全体

の乎均月収は恐らくこの水準より幾分低目であったと推定される点である。もう1つの問題は，家

族規模と収入水準とのI與係である。このバランスが崩れるとr非現住範畴J が成立すると津由氏は 
(65)

述べられているが，これは，子供が少なくとも10歳以上でしかも就業機会のある場合に限られる。 

これ以外の場合にアンバランスが統くと，家族の項で既述したように，家族体が解体の危機に颜 

したと考えられる。ところで，力役型の収入に占める世帯主収入の割合は，明治中期を通してほぽ 

85%前後であり，家族の有業率が高い割には比較的安定していた。

第 6 節支出の構造

上述の収入が100%ま:出されたとすれば，「貧民」の個人消費支出は，国民1人当り個人消費支出
(66) -  

の傾向と大体一政しており，明治20年代初頭から30年代中頃にかけて実質2割程度向上したことに
(67)

なる。この実質的向上の大部分は，次にみるように，ある時は残飯屋からの残飯購入によらざるを
<68)

えなかった食費内容の改善に充てられた。

力役型の収入に対応する生計の事例を示したのが〔表4〕である。限定された資料なので相当な

偏差を想定しなければならないが，.生存の最低限を確保する食費と，都市に存在し統けるための家

賞の2費目を軸にして，表示した2つの支出が構成されていたといえよう。特に食費の割合が大き

く，ユンゲル係数は，70%か，それ以上に達していた。食費内容を見ると，明治21年には主食の3

割弱が米以外の宇等でまかなわれていたのに対して， 明治30年になると主☆のすべてが米（下米と

[南京米』であろう）となっており，この間の食事情の改善を物語っている。いずれにしても，ユン

ゲル係数が7割以上で，主食費が5割から6割以上を占める米ま出中心の支出構造であることに変 
(69)

わりはなかった0

戦前における都市下層の展開（上）

>4(64)前掲 r日本の都市下層社会j 64H~73Ho

(65) mm,

( 6 6 )大川一司他著『丧期経済統計1国民所得』23ア頁。 これは， 明治期における條原推評の過大評価斌向を侈正したもの 

である。評細は，同 書 ダ を 参 照 。

( 6 7 )前海，rjK京府下货ほの典況」62寅，r大阪名識町贫民® 祝察記j 134JC,『日本の下曆社会』45M~46貝-

( 6 8 )前海，4 •鉢 r現代H 本の生活体系J108K,

( 6 9 )同上書，llOHo '

--- 73 (3 7 6 )---- -
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〔表4〕 明治中期，都市下層の支出構造

明治21年，T貧民_!の支出请造

0前揭 r大阪名護町货民窗祝察き3_1149貝~150真。

。とれは，筆者の能木梅四郎力；r二三の家主に就き聞きたる所を土台としてti-算を* てたるものj で，上等，中等, 
下等の3つに分類されている。それぞれの实支出月額は，3.96円，3.26円，2.25円である。上等の生計!^でゆ， 

家賃がやや過大で，日額1.5銭~ 2.0銭位が妥-当で，エンゲル係数は70 %を超えていたと考えられる。ちなみに, 

下等のエンゲル係数は79.8% (薪代を含む）であった。 ，

0夫婦，子供2人，老人1人の5人家族とr仮定j されている。

明治30年 [貧民』の支出構造

支出日額 飲食物費(主食費=米代)（副食貴） 住居費 光熱費

束京市の 45.9 35.6 (28.6) (7.0) 4.0 6.3 举位銭

人力Jfl夫 100.0 77.6 (62.3) (15,3) 8.7 13.7 %  .

。前掲r日本の下層社会J 42K~44貝。家族構成は，世帯主，子供2人，老人の計4人。 

。ただし，酒代，煙草代，衣服费，小供小遣はr末だ之を加へず」。ちなみに， これらを加， 

えた芸人一家3人の事例のユンゲル係数は，74.2%であった。また，12月の調まであった 

ために，光熱費（例えば炭代3銭）が大きくなっている。 •

第 7 節生活水準の比較

以上検討してきた力役型「貧民;J の生活構造は，すでに述ぺたように，明治中期の都市生活者の 

過半に共通するものであった0 ま実，力役憩「貧民」4人家族の月収を1人当り年額に換算すると, 

明治20年代が22.5円，明治30年代が45円となり，大川推計の人口：I人当り可処分所得である明治25
(70)

年22.7円，明治35年44.7円とはぽ一*致しており，「貧民j の所得水準は全国的な平均水準と大差な 

かった。

従って，r貧民」の生活水準は，明治中期において，基本的には工業労働者のそれをも包摂して 

いた。明治10年代中頃の『興業意見』によれば, 工業従事者（はとんとが職人であったと思われるが）

の生活ホ準は，上等5 % ,中等15% ,下等-80%という分布で，雑業従事者(摩夫や行商等と思われる）
. (7り

及び農民の上等10% ,中等30% ,下等60% より低 い と把握されていた。 ここでは明らかに，工業従

事者の生活水準は「貧民」と同等であるとみなされていた。産業資本が形成され，終植産藥が軌道

に乗った明治30年代においても，工業労働者が「下層社会」から基本feには未分化であることに变

わりはなかった0 津旧氏は，『職工事情』 の示す明治30年代の各種男子職工の平均質金が力役型

注( 7 0 )前描，大川他r国民所得』237^0 

( 7 1 )戲商務/在 m m M m  (r明治前期財政経济史料後成j による覆刻版，第is巻のi , 36貝~ 3 7 k )。ととでいう

上等とは所要米価のlOfさ，中等とは6倍，下等とは2倍の生活水準を招す◊

同じく当時の労働者がrせ民ないし細民と同一祝されでいたJ 2が倩にゥいては，前掲，隅谷 r日本货労働i U i u 146 

を参照。

—  '4 (376〉--

実支出 
日額

飲食物費と 
光熱費 (主食費 内米代） (副食費と 

ま熱費) 住居费 衣服費 雑費

名護町貧 
民の上学

13.2

100.0

9.2

69.7

(6.7

(50.8

4.7)

35.6)

(2.5)

(18.9)

2.5

18.9

1.0

7.6

0.5

3.8

単位銭 
構成比(％)

1
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「貧民』の日収50銭とほぽ等しく，雨者が同一の収入水準であることを実証されている。このよう 

に，r貧民J の生活構造が，労働者を含む広範な社会諸階層にも共通していたことは，明治中期の 

都市下層の重要な特徴力あったといえよう。

一方，明治30年代に入ると，杂属機械の大工場に代表される男子工場労働者の中には，きわめて 

先駆的な形態ではあるが，「貧民」とは異なる生活構造を有する者が現われてきた。.明治31年に横 

山源之助が示した4人の職工の事例は，実支出がr貧民」. より約5割多く，ユンゲル係数が50% 台
(73)

から60%台，米支出が30%台，部屋数が2室か3室で，「貧民J の生活構造からは明らかにヨIfe離し 

ていた。しかしながら，このような工場労働者は非常に少数の限られた事例であり，労働者が階層 

として都市下層から分離を開始するには更に10年以上を要したのである。

戦前における都市下層の展開（上）

(72)

第§節教育程度，貧困原因
C74)

I■貧民社会全体は，之れを目に一丁字なき無学文盲の民と称するも可なるものなりJ や 「手紙を
(75)

書き得るものとは言■はじ，僅に自己の姓名を記し得るもの幾人あるべきや」という記述から考えら 

れるように，「貧民」 の教育程度は皆無であった。若干の貧民の子女が社会事業的なr貧民学校J 

に通ったとも述べられているが，むじろ, それは例外的な場合であった。

货困原因については, 東京市の事情を明らかにしえないので，地方の調査を参考にしておきたい。 

明沿32年に行なわれた滋貧県のr貧民調査J によれば，貧困原因の第1位 は r稼業ヲ励ムモ数戸ヲ 

有スルヨリ来タスモノ J で，調査戸数の26.8%を占め，第2位 は 「世襲貧困者J で，20.3%を め  

ている。また，明治35年の宮城県の「貧民調査J によれぱ，1位 は r貧困の遗伝Jで23.9%, 2位

は 「家族の多数J で19.4%となっている。 これらの2大原因につづいて，雨調まとも，r怠情J,
(76)

r疾病J, 「舰寡孤独」， 「主働者の死去J がそれぞれ10%前後を占めている。原因の分類自体が不完 

全で，地方貧民が対象である点を勘案しなければならないが，いわゆる社会経済的な原因の比率は, 

f■失業」の約5 % だけで，非常に低く，後の都市下層とは際立った差異を示している。要するに， 

明治中期の「貧民」の少なくとも約5分の1は先代から鼓困状態に陥っており，半数近くは家族的
(77)

または:t体的な内生的原因によるものであった。このように，r家族の多数J に代表される内生的 

原因がほぽ半分を占めていたことは，「貧民J が家族であること自体に貧しかったのと決して無関

注び2 ) 前掲 r日本の都市下屑社会JIl9jg>l25直。

( 7 3 )前揭『曰本の下層社会』227貝 旋 盤 職 ，仕上職，小統機旧場鉄工，旋盤工の4 つの?が例が举げられている。 

ただし，雑費中には食費にli入すべき費0 も含まれているようであり，☆費割合は表ポよりもう少し高くなるかも知れ 

ない。

( 7 4 )前揭 f大阪あ護町货民窃祝祭記J 145貝。

( 7 5 )前描 f日本の下層社会J152^0

( 7 6 )前揭，高 野 （■貧困調まと家計調の歴史J び講座現代生活研究VI生洒調査』140買~144Ko

( 7 7 )ただし精神的又は道徳的な原H  (宫城県調査のJfl語で言えぱm ら招きし者j ) を除く。

, — 75 {377)—— ■

I



係ではなく，r細民J 以上の講階層も内生的な変化に対fだしきれず，家族が解体の危機に直面L て 

極貧状態に陥る場合が少なくなかったことを物語っている。

第9節恤救規則

以上檢討してきたように，明治中期の「貧民」の最も注目すべき特徴は， つには，家族やある 

こと自体に貧しかったこと，もう一つには，その生活構造が労働者にも共通する一般的性格を帯び 

ていたことである。

ところで，明治7年に制定された恤救規則は，その救済M 象を, 1)廃疾者で，労働不能，極貧

の独身者，2)70歳以上の重病者又は老衰者で，労働不能，極貧の独身者，3)疾病者で，労働不能，

極貧の独身者，4)13歲以下の者で，極貧の独: 者，た だし， 家族があっても本人以外の家族が70
(78)

歳以上または15歳以下で窗迫している場合は独身者の限りではない，と規定した。すなわち，恤救 

規則の前書の言葉を借りれぱ「人民相互ノ情iSjの範0 外に在る者のみを， ■い換えると，維持で 

きずに解体した家族から生じる単身者のみを救済対象としたのである。従って，恤救規則は，維持 

困難な家族を存続させるために救護するのではなく，家族が解体してしまい当分形成の見込みの 

ない単身の「窮民」を救済するに窗まった。一般的に考えても，広範な都市下層自身が家族である 

ことに精一杯という状況で，家族の維持を促進する扶助立法が存在するこ とは，恐らくポ可能't?あ 

った。 ，

恤救規則の樊施状況をみても，東京府と大阪府の救助人員は，明治22年で全;国の1 .9 %にすぎ 

運用r•際して，都市における膨大な「下層社会」の存在よりも，むしろ地方の村落共同体の動揺が 

意識されていたと考えられる。この点は，後の救護法の施行状況が都市に片寄っていたのと対照的 

である。一方，恤救说則による救助人員は，明治19年から明治40年にかけて比較的高水準で安定的

に推移していたがそれでも1万3千人から1万8千人全国人口比にしてわずか0.04% 前後に 
(81)

すぎなかった。このように救助人員が極度に限定されていたのは，ホ鉢氏も述べられているように，

「貧民』的生活構造が広飾に存在するために，もし運用償行を少しでも緩和すれぱ直ちに膨大な被

救済者を招来せざるを得なかったためであろう。同時に，救済対象を掀大しようとする試みである，

明治23年の窮民救助法案，明治30年の恤救法案及び救貧税法案，明洽31年の溝民法案，明治35年の
(82) .

救貧法案がことごとく流鹿したのも，根本的には同様の理lijによるものと思われる。

r三ffl学会雑誌j 71卷 3号 （1978ィ;s 6 J])

>±(78)前揭『曰本の救 贫 制 59M (吉W 久ー論文)。

( 7 9 )同 上 88：ぼ。総救助人貫14,245人に対して，東京府127人，大阪府144人であった。なお，突施狀況の評細は後章で 

ま示する。

(80) 同上廣 87J(, 380K-381H (付|50。

(の） 前掲 *•現代日本の生な'体 系 104H。

( 8 2 )評細は，前揭 riJ本の救せ制度J 93H-100H (ま11!論文)，105Hぺ 20贝 （小川政亮論文）を参照。
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第 1 節 分 布

明治44年6月に東京市が，特ネ小学校増設の参考資料として，既述した『細民調查統計表摘要』 

とほぽ同様の細民規定によって行なった調査によれば，東京市内の「細民」の分布は〔ま 5〕に示 

す通りであった。もとより概数ではあるが，「区費を負担せぬ者で人夫，舉夫，日傭等を業とし，

、 〔表 5 〕 「細民」の 分 ホ （明治44年）

I
I

細 民 概 数
当該地区人口 
(明治41年）

細 民 人 口 比  
%

m 町 区 不 明 56,969 ----

神 m 区 128,593 —

日 本 橋 区 110,703 ----

京 橋 区 124,400 ---

芝 区 3,731 136,256 2.7

麻 ホ 区 2,622 65,876 4,0

m 坂 区 500 51,321 1.0

四 区 5,458 41,535 13.1

牛 込 区 1,200 89,288 し3

小 石 川 区 18,672 94,407 19.8

本 鄉 区 し398 94,823 1.5

下 谷 区 36,073 125,320 28.8

浅 草 区 69,869 185,621 37.6

本 所 区 35,000 163,909 21.4

深 川 区 30,213 119,098 25.4

以 上 合 計 205；026
1,626,103 

(水[fil人口を含む)
12.6

.錢町区から京橋区の4 区tt不明であるが，それはど大、きな数値ではなかったと思われる。

- 一 一  77 {379)——

戦前における都市下層の展開 (上）

以上のようI'こ，その生活構造が他め諸階層にも共通し，また家族を維持するのが困難であるとい 

う明治中期の「貧民J の特質こそが，救済媒定や資施状況にポされた恤救说则の極端な制限主義を. 

存続させたと理解することができよう。従って，都市下層自身は，結果的に見れぱi 何らかの公的 

块助によってではなく，殖産興業に主導された工業化の過糖でのみ，次第に変質を遂げていくので 

ある。事実，日露戦争後の財政支出の打切りによって，恤救規則の扶助実績は明治41ギから急激に 

低下するが，東京市に重工業が成立して大量の工業人口が出現する中で，r下層社会J の内部にも 

少なからぬ工場労働者が析出され，都市下層自体がダイナミックな性格を帯びることになる。

第4 章明治末から大正初頭の下層社会 

' —— 第一次大戦以前の都市下層そ の 2——

この章では，前章のはじめに述べたように，日露戦争後の都市下層の状態を検討したい。



月収二十円以下若しくは家賞三円以下の家に居住するJ 「細民」は， 明治41年の東京市人ロの12.6 

% に達し，都市下層10%に該当していたといえよう。各区別に見ると，法草区，下谷区が実数，人 

ロ比共に最高を占めている点は，明治30年代初頭と変わりないが，本所区，深川区の「細民」がこ 

れと肩を並べる程度に増加し，代わって神田区，芝区，京橋区の位置が低下している。そのため， 

下各区，浅草区, 本所区と深川区が「細民J の中核的な集積地となり，この4区で旧市域の「細 

民」総数の83.5%を占めるに至り，4区の r細民J 数は当該地区人口の4分の1を越えてい た。更 

に，小石川区，四谷区のような山手地域にまで， 「細民」の分布が拡大しつつあったことも注目に 

値する。全体としては，分布が次第に周辺部へ延びる傾(向を示しているが，この傾向を主導したの 

は，明治後期に工場が設立されて工業人口が増加した本所区，深川区，小石川区であり，それ故， 

明治末から大正初頭の都市下層は，工業の発展と密接に開遮し，その意味でダイナミックな性格を 

持ってきたと考えられる0 同時にこのことは，明治中期の地戚的共同性を次第に喪失し始めたこと 

をも示唆している0

ここでは，下谷, 浅草両区の一部を調査した明治44年 の r細民調査統計表』 中 の r細民戸別調 

查J ,本所, 深川両区の一*部を調S した明治45年から大正元年の『細民調查統評表摘要』，そしてこ 

の2調査を詳細に分析された津田氏の『日本の都市下層社会』によって，このi時期の都市下層の状 

態を把握したい0なお，明治中期の「貧民Jという用語に代わって，本来差別的ニュアンスを有した「細 

民』が使用されているが，きわめて短期的であるにもかかわらず，家族として滞®し始めた都市下 

層が都市の成員として認識され，一方そこから労働者が上昇的分離を開始した都市下層が一般性を 

失って相対的低位に固定化され始める状況に応じて，このような用法の変化が生じたと理解してお 

きたい。

r三旧学会雑誌j 71卷 3 号 （1978か6月）

第2節 人 口

明治44年と大正元年の雨細民調査の対象は，〔表6 ) に示したように，中心的な集積地域である

〔表6〕 明治44年及び大正元♦細民調査の対象 ,

世带数 人 ロ
男女比 
(女100 
に付）

世帯平 当該地区 
人口に占 
める制合

非 現 住 人 ロ

均人员 人 ロ 9デic比
現住人ロに 
対する割合

明治44年 下谷区 2,947 10,148 103.2 3.4 8.2% 1,133 114.6 1し2 %

調3^ 淡 区 100 400 88.7 4.0 0.2% 83 97,6 20.8%

明治45年〜 
大正兀年調
查

本所区 1,160 4,078 101.1 3.5 2.5% 518 130.2 12.7%.

深川区 1,728 6,268 99.7 3.6 5.3% 611 123.8 9.7%

以 上 合 詠 5,935 20,894 101.4 3.5 ---- - 2,345 119.6 11.2%

。 f細W 調; 統 計 め IXC…4)3：, r細!^調 査 統 訂 染 摘 133：〜4 31；による。

当該他区人口は，明 治 に よ る 。

0法草区の数磁が他め3区に1̂：ぺてやや特異であるが，総体としての観察には支隙なかろb,
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戦前における都市下層の展開（上）

4 区 の r細民J で，旧市域「細民」総数の約1 割に達していた。そして，この瑰住人口の1 割強に 

当る非現住人ロが存在し，非現住人ロの性比は，120と男子に片寄っていた。

さて，「細民」の年齢別人ロ構成は，〔図 2 〕のような形状を呈していた。すなわち， 0歳から9 

歳の幼少年層が特に厚く，30歳から49歳の中年層も'厚くなっているのに対して，10歳から29歳の青 

年層がきわめて薄くなっている。これは，〔因 3 〕に示す旧市域全体の年齢別人ロ構成が青年層を大
(83)

規模に吸引しているのとは対照的である。〔図4〕の非現住人ロは10歳から29歳階級によって構成

〔13 2〕 明治末〜大正初頭のnia民J の年齢別人ロ構成

。『細民詢查统計まj 3；H ~ 8 直，『細民調査統計表摘要J 6 頁~ 7 貝より作成。

0現住人ロのみである。 .

〔圓3〕 旧市域の年齢別人ロ構成（明治41年）

>±(83)旧市域の人口構成が出稼ii仮謝と整合的であるのに対して，r細民J の人口構成は不益合である。 これは， 出稼型論 

によっては商接的にr細民J を捉えられないことを意味している。 ' '
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[三[り学会雑誌j 71巻 3 号 （1978ギ6月）

〔図4〕 世帯主及び非現住入口の年齢別人ロ構成（明治末〜大正初頭の「細民J)

70歲
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.-40 歳 
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'10 歳..
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。『細民調査統計表_! 3 H ~ 4 H ,  r細民調3£统ま|衷摘要』 6頁~  7 贾，12頁~13貝ょり作成。

。ただし, 現德人口に対する百分比である。

。突線が世帯主，点線が非現住人ロである。

されているが， これを加えてもなお15歳から25歳の流入人口層がくびれており， 「細民』人口は，

30歳から49歳の世帯主と約5歳年下の配偶者，そしてこれら夫婦に対応する幼少年6 子弟にょって

構成されていたと考えられる。このょうな人口構成の特徴から，世帯形成後の见童養育期の家族の

維持，展開がr細民J 人口に内在する基本的な性格であったことを理解できょう。

「細民地区」への流入は不明だが，東京市への人口移動の視点を導入すると,以上の事情はょり

明確になる。世帯主を出生地別に見ると，東京府33.0%,開東6県38.1%,その他28.(984̂ で，世帯

〔図5 〕 東京ホ外生人口の年齢別入口構成（大正切頭の

70歳

「細民J)

= 1

1 . 0%
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I
.50歳一

40儀 

30/1

20;t-

0.5 0.5 1 . 0%

。 f細民調お統まI:を摘要』24；ぽ~25賈，より作成。従って，本所区と深ル区の「細民』のみに関してである。

。ただし，現総人口に対する百分比である。

注(84) r細U5調を統針まJ nm-mji  r細 !̂調を:桃計5̂1摘酌！i 4 2 K ~ m 3宜。なお，柬京府外生れめ過半は，市部や「市 

御地_!ではなく，r抓村J の出身者であった。 •
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' 戦前における都市下層の展開 Ch) ■

■ (85)

主の3分の2が地方出身者であるが，現住人ロの場合，その51.7%が東京府生れとなっている。更

に，来京市外生れ人口の年給別橋成をポした〔図5〕によれば，世帯主及び配偶者層の大半が地方

出:?;T者であるのに対して，幼少年層の4分の3以上が東京市内生れである。従って，地方から単身

で流入‘した男女が世帯を形成し，東京市でその子供を生みまてるという軌跡を典型として把握する

ことができよう。津旧氏は，地方出身者がr所帯をあげてJ 上京すると結論されているが，上記の
(86)

梭討の限りでは，拳家離村型を「細民J 流入の典型とみなすことは無理である。この時期の都市下 

層の形成にとって，地方出身者が都市で世帯を形成する陽層的，世代的条件は，農村まだは都市に 

おいてすやに確立していた世帯が直面する困難以上に，重要な意義を有していたと思われる。

以上の検討から，明治末から大正初頭の「細民』の人口構造は，出稼型仮説によって直接的に理 

解することがほとんど不可能力あり，また举家離村型として典型的に把握することも困難であった 

と考えねぱならない。地方出身の男女が東京市で結婚し子供を生んで形成された，30歳から49歳め 

世帯主あび配偶者と0歳から9歳の子弟とから成る家族こそが，r細民J 人口の特質であった。従 

って，「細民地区J への経路がなお不明であるとはいえ，都市下層の分析に際しては，児童の養一#  

を含む家族の維持展開という家族周期段階上の深題がたえず存在していた事実を墓底に据えなけれ 

ばならない。しかも，この課題は，後述するように，戦間期を通じて都市下層に共通するものであ 

った。なお，'全体の3分の1弱の世帯主が, 40歳以上を中心に，恐らく父の世代から現在の「細民 

地区」に居住していたと推測明治中期から統くもう1つの類型として注目しておく必耍があ 

ろう。

最後に，職工の年齡構成について言及しておきたい。『細民調査統計表J に収められた「職工家

庭調查J によれぱ，有配偶職工の年齢構成は，20歳から29歳が43‘5%, 30歳から39歳が41.5%, 40
( 88)

歳から49歳が11.1%で，2Q歳から30歳のま壮年層が中心となっている。「細民」の世帯主と比べる 

と,，有配偶職工は，全体として10歳位若返っており，「細民」と職工の階層的な分化は，明'冶末に 

おいて，世代的な相違としてま現される傾向が強かった。都市下層自体の中に職工が含まれ，また, 

そこから赚ェが乖離し始めるというこの時期のダイナミックな階層関係に対して,世代的な視点は

ホ( 8 5 ) 『細民調査.統計表摘联』22K~23jto

( 8 6 )前揭『H 本の都ホ下層社会』11項 。後述するように，上京理由も，あ 1極的なものが消極的なものより庄倒的に多か

V

( 8 7 )本所, 深川両区では，巾告した世带生中，29‘S %が束京府生れ，28.0%が r父机ノ代ヨリ貧困ナリシ者J で，両者の 

はとんどが重しているとするならぱ，全世帯生の3分の1 弱は，父の世代から現在の細民地区に化んでいたと想像さ 

れろ（r細民調を.统fl.ま摘明』1 4 2 K ~ - W 5 K ) o律IB氏も，下谷区と浅草の世带お中，多くとも31.7% が出生時から現 

在地にSfあしていたと推定されすいるび曰本の都市下層社会j10 5 H ~ 1 0 6貝)。

( 8 8 )同 r職工家庭調査J 2宜~ 5 ；̂。なお，r職工家厳調& は，「市内ニ於r 数a:逃択ノ上J (同書，I■凡例J) 行なわ 

れたもりで，344世帯を調is対象としている。

—— • 8 1 {383)-一一-



(89)
有力な手掛りを提供してV''ホ。「細民J は日露戦争以前の流入定着者が中心であったのに対して， 

職工は主に日露戦争前後からの新たな流入者によってIf!成され，世帯を形成して定着する内に次第 

に都市下層とは異なる生活構造を獲得したと考えられる。そして，この新たな生活構造を経験した 

世代の一部が転落して都市下層の成員になると，戦間期の都市生活の向上とも相まって，都市下層 

の生活状態身も変化していくことになる。

「三田学会雑誌j 71卷 3 号 （19?8年6月）

第 3 節 家 族

r細民J 人口の分析から導びかれた児童養ま期の家族はどのような性格を帯びていたのであろう 

力、。結論的に言えぱ，明治中期のr貧民J 力演族であること自係に貧しかったのに対して,明治末 

から大正あ;頭 の 「細民J は，曲がりなりにも小規模の夫婦家族を維持していたと思われる。これは， 

明治44年の r細民調査」力*、，「細民戸別調査J を r木賞宿戸別調」から区別し，「所帯」の概念を明 

確に打ち出し，吏に明治45年大E 元年のr細民調査」力*、，いわぱr細民戸別調查J 一本に絞られた 

ことからも想像可能なことであった。

平均世帯人員は，〔表6：! によれば，3.5人で，全国値を相当下回っていた旧市域全体の普通世帯
(90)

平均人員4.2人よりも更に小規模であった。非現住人ロを加えても， 「細民j の平均世帯人員は3,9

人であり，都市においても比較的小規模だったといえよう。町別に世帯人員をみると，浅草区神古
/*01)

町の4.5人を除いて，各町域の員数は3.2人から4.0人の間に収まっており，明治中期の世帯人員が 

地域的にきわめて区々な数値であったのとは非常に異なっている。このように地域的に世帯人員が 

〔図6〕 世帯人員別世帯構成（明治末〜大正初期のr細民j)

世帯

。 i貝，『細ほ調査統計ま搞耍j 4i：~5hより作成。 
0現化人nについての世帯人員である。

世帯

法( 8 9 )思想的な侧而からであるが，日辦映争後の世代に注目したものとして，同義武 r日露戦争後における新しい世代の成 

提a乂下)j 0•思想J 1967年 2 ガ号, 3月号）がある。なお，津{13氏は，[細民J と職工の関係を詳細に叙述されているが, 

世代的な相違についてははとんど言及されていない。

( 9 0 ) 明 治 『鬼京市市勢調S J による。

( 9 1 ) 『細民調あ統計爽J 1頁，r細民調香.統g|ま 摘 要 2 京。 *
, '
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.

3,5人前後で安定していたことは， この時期の.「細民J が小規模の家族を何とか維持していた証左 

であろう。世带人員別世帯構成は，〔図6〕に示す通りで，3人世帯， 2人世帯， 4人世帯がそれ 

ぞれ20%以上を占め，2人から4人の小規模世帯に集中し，これらで全体の約3分の2に達してい

る0
(92)

婚姻関係についてみると，半数以上が法# 婚であるが，なお41.9%が内緣関係であった。内ぽ閲 

係の多少は家族の基盤の強弱としてではなく， 「細民」が近代市民社会に担み込まれる.度合を示す 

ものと考えたい。換言すれば，都市社会における•■細民J を，な 「社会J を付して「下層社会」

と呼ぶのが妥当かどうかを判断する尺度の1つであり，その意味で，この時期の都市下層に対して 

r下層社会J を用いることは，全く不可能なわけではなかったといえよう。

家族規模が小さいことから当然予想されるように，欠損世帯の問題をしばらく措けば，ほとんど

が夫婦家族的形態を呈していた。「所帯主」，配偶者及びHi系卑属及其配偶者」以外の「直系尊属』

及び r傍系親属j 等の家族構成員数の全世帯数に対する割合は14,2%で，当時のr細民」世帯は，

ifi独世帯を除くと，8割弱が夫婦家族的世帯であったと考えることができる。戸田貞三によると大

正9 ♦の大都市では6割 5分弱が夫婦家族的世帯であったことは後に述べるが，それと比較しても，

都市下層の場合，夫婦家族的形態の世帯が多かったのである。一方，本所区では同居世帯がなく，
、 (96) _

深川区では1,737の 「本所帯』に対して同居世帯がわずかに2世帯あるにすぎず, 下谷，浅草両区 

では同居世撒になりうるのが多くとも全世帯の5.5 % で，総じて同居世帯はきわめて少数であった。 

これは，明治中期の「貧民」世帯が少なからず同居形態をとっていたと予想されたのとは異なっ 

ており，r細民J が近親者のみで小規模な夫婦家族を構成し，維持していたととを示している。こ 

のような家族の形態につV、て，大正4年刊行の内務省地方局『都市改良参考資料』も 「細民の家族 

を構成する者は所帯主及其配偶者の外は其直系卑属にして, 概ね血縁関係の密接なる者のみに限り， 

所謂他人分子を交ゆるもの殆んど稀なり，直系の尊属も亦多からず，以て其新成的細民なるを知る
(98)

べし」と述ぺている。そして，以上のように都市全体と比べても更に小規模で夫婦家族的形態であ

注(92 ) 『細民調查統計表』 2買, 『細民調査統計表擒耍』 8頁〜9貝。前者の「職工家庭調査j によれぱ，職工の場合，内 

縁旧係は29.3%で，r細民J より少し法傅婚が多かった（2貝~  5瓦)。

(93) A 浜徳三郎は，内縁が相当数を占めることから，r私通野合の夫婦関係なれぱ，少しく困難なる事情に連[遇せば，忽 

ち離婚して顔みざるなりJ び下層社会研究J1大正9年刊，1 4 7 H )と述べているが，少なくともそれを突証するデータ

. は見当たらない。 .
( 9 4 )亩系卑属の配偶者は，世帯主以外の有配偶者2,520人から世带主の配偶者2,460人を引いた残り60人を2で除した30人 

以下と推算され，全世帯数に対する比率が1.0%以下で，はとんど皆無と考えることができる（r細民調ま統ftま摘要J 

14K~17K)o '
( 9 5 ) 『細民調査.統計表ま耍』16頁~17貝。なお，.都市下層の場合欠衝it帯が問题となるが，I■所帯主J 中 r死別ノ独身者J 

及び r離別ノ独身者J の占める割合は11‘6 %で，欠損世帯は1割程度であったと推定される（同書，W 貝)。

( 9 6 )同上書， 1買。

(97) iT細民調査.統針ま』 6買~  6真。

( 9 8 )前掲，相jic他 B*統計日本経済』111頁による。 これは，第 2 0  r細K 調 で あ る r細民調S 統計表搞gCMの概要 

を述ぺたものである。 、'

. ' 戦前における都市下層の展開（上）
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るという点は, 戦間期の都市下層の世帯にも共通する特色であった。

しかしながら，この時期の「細民J にとっては，比較的早期に相当数め亦現住人ロを家族から排

出することによってのみ，小規模の夫婦家族を維持するのが可能であった。非现住人ロは，その
(99)

91.9%がr所帯主及其配偶者ノ直系举属及其配偶者Jで，はとんどが世帯主夫婦の子供であったと考

えられる。とれらの子女は, 〔図4〕で示したように，尋常小学校を了する12歳前後から排出され,

「細民」家族の外で生洁を始めた。そして，非現住人ロは， 10歳から14歳階級で現住人ロの約半数,

15歲カンら19歲階級では現任人口とほぼ同数に達し，後の都市下層と比べると，明治末から大正初頭

の 「細民」は, 若年層の非現住人ロを比較的早い時期に相当な規模で生み出さ.ざるをえなかったと

いえよう。ようやく家族を維持し始めたものの， 1世帯に付き平均0.40人という非現住人ロの排出

によってであり，その結果，家族規模も3.5人と，大正中期以後の4人をかなり下回っていたので 
(102)

ある。 .

「さm 学会雑誌j 71巻 3 号 （197阵 6月）

第4 節健康状態及が教育程度

r細民j の健厥状態を見ておきたい。世帯主中に占める權病者の劍合は6.1%, 「精神病者J は 

0.1%, r不真者」は1.5%で，これら健康とはみなされない者の合計は7.7%であり，世帯主以外の 

家族員の場合，權病者は3.7%, .「精神病者J は0 .1 % ,「不具者」は0 .6 % ,合計4.4 % となっている( 

そして，「細民」全体に対する摧病者の比率は4 .4 % ,「精神病者J は0.1%, r不具者J は0.9%で， 

これらの合計は5.4%である。以上のように，東京市の疾病率と比峡すれば高いとはいえ，「細民J 

全体としては，9 5 % 近くの庄倒的多数が健康であった。權病者に虚弱者や老衰者が合まれてはい 

ないが, .ほとんどのr細民」力’、普通の身体的能力を保持していたことは，注目に値する。r精神病J 

に至っては，当時めr細民遺伝説j 的な主張はこれを論拠としていたのである力' ; , 0 . 1 %で皆無と 

考えて差しつかえなかった。また，非現住者の場合は，砸病者，「精神病者J , 「ポ具者」の合計で
(104)

も1.2%に過ぎなかった。ただし，世帯における地位別に31ると，世帯主に輝康でない者が多く， 

このことは，後述するように身体的な原因で貧困に陥った者が約1割を占めていためと無明係では 

ないと思われる。

注(69) r細民調あ統詠衷摘要』18貝〜19^1。

(100)同上書，158M〜159Ko

(101) O p  2〕と 〔0 4 〕を比较すれぱ明らかである。

(102)家族維持と述べてきたが、木货® に制ill世帯以外の世带がいなくなったわけではない。このころは未だ，木货泊?^泊 

世帯の約1ア％がr家族同伴J の世带であったと推定され（『細ほ調:&統計ま』r木賃溶戸別調J I4貝)，これらのr家族j 

は不めおな状態にあったと海えられる。し力、し，都市下照に対する木贷?{̂1宿泊人員の比率は低下してきており，また，

r家族同ぼ:J 世带の大部分は別問である贷室に'在:【泊していたと想像され，雑愿室の平分近くが独以外の世帯であゥ 

た明沿巾fjの木貨おにおける世带の在り方と同"^ではなくなっている。

(103)『細W 調3^統計ミJ r細jii調査統計丧搞要Ji5ik~ 1 5 6 H。

(104) f細民調查統計ま』12<i^ぺ 2 5 H o明治44ィド調在のみである。

--84 (386^--一

ち! ' ■: し惠ざ; ^ ^ ねれ化德を数叉な.をほホ:さ 0ぶをセ‘.《4た故敏̂をポ:ダをぱがねポを-:



明沿中期の•■貧民J の教育程度が皆無に近かったことはすでに述べた力’、，その様子はこの時期に

なると相当な恋化を遂げる。世帯主の内でr読ミ得ル者」は, 実に80.7%に達し，有業家族員では

52.5%となフている。有業ま族員に「読ミ得ル者J が低いのは，世帯主の配偶者にr読ミ得ザル

者」が多いためで，20歳までの男子有業家族員の場合，90.0%が r読ミ得ル者」である。このよう

に，有 業 「細民」の過半は文字を読むことができ，若い世代はどその傾向が顕著であった。そして，

7歳から15歳の非現住をも含む少年層の就学率(ただしこの就学は未就学に対する用語で必ずしも小学校全
(106) (107)

課程のま了を意味しないが）は74:4%と高率であった。この数値は職工の子女の就学率67.7% と同等

であり，このことからも「細民』子女の教育程度は決して低位でなかったと考えられよう。これは，

都市下層がみずからを都市下層として再生産するぱかりでなく，次の世代を異なった階層へ送り込

む可能性を拓くものであり，換言すれば，都市下層がより上層の労働市場への労働力供給機能を確

立する過程でもあった。

戦前における都市下層の展開（上）

第6節住居及び関連条件

r細民J の住居が平家建借家であったことはいうまでもないが，その家屋の様式は2つ の 「細民 

〔表7〕

室数

量数, 室 数 等 （明治末' 

• 疊

'大正 初 頭 の 「細民」） 

数

下 谷 •浅草区1本 所 •深川区 4 区合計

1 室

2 室 

3 室

73.3%

25.2

1.5

75.9%

23.2

0.9

74.6%

24.2

合 計 100.0(3,010) 100.0(2,888) 100.0(5,898)

' 『細民調査統評表』184Mバ 95頁。

『細民調査統計表摘要J1180真より作成。 

'木詳を除く。 •

家厘の様式

1下 谷 •找草区 本 所 •深川区1 4 区合評

普通長屋 

棟割:^屋 

典同長血 

一 戸 建

97.5%

1.0

1,5

0.0

80.7%

10.2

8.3

0.8

89,2%

5.6

4.9

0.4

合 計 100.0(2,959) 100.0(2,888) 100,0(5,847)

下 谷 •淺草区 本所•深川区 4IK合 針 ；

3 疊 3.6%. 19.0% 11.1%

4 疊 20.0 5.5 12.9

4.5® ： 34.5 29.2 31.9

6 疊 9.2 12.7 10.9

6.5疊 7.4 8.2 7.8

その他 25.3 25.4 25.4

合 計 100.0 (3, oon 100.0(2,888) 100.0(5,889)

1 世带平
均 ®数

4.9® 5.1® , 5,0 豊

。 6■統計表J 1 8 4 K - 1 9 5 K ,『同摘要j 181：1̂ ょり作成。

0不詳は除く。® 数とは，屋内の広さを示す尺度であり， 

必ずしも疊が敷いてあるわけではない（『同摘要J! 「細民 

戸別調齋票記入心得J 6 K - 7 H ) o

0 『統計表JI184Hパ 95M, r同摘要j り作成。

。不評を除く。 _____  一  一 _____ .

法(105) 『細民調査統計表j 43 H〜5833：, 『細民調查統計表摘要J136貝。ただし，20歳迄の-ガ子有業家族員の数f[Uは，前者の 

みによる。
( 1 0 6 )『細民調を統計まa120ja>l?3；l^,との場合， 8歳から15歳迄で，7歳の子女は含まれていない。『細民調查統言I-幾 

摘耍 JI 166H~171Mo
(107) [職エ家庭調& i2h。なお，職:!:の学歴は，等常小学校ギ業が2ア. 6 % ,高等小学校卒業が23*5 

% 、両小学校4'JJiが23‘8%, r教宵ナキモノj 6.1%, r独学セシ者j 4‘1 % で （同書10]3；), r細民J 世带ziiよりも教育®  
度が高かったが，職工の:働が約10竊低かったことも断被されるべきであろう。
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「̂^田学会雜誌_| 71巻 3 号 （1978年6月）

調査」を整理した〔表7〕に示すように, 棟割長屋や共同長屋が後退し，はぽ9割が善通長屋であ 
(108)
った。室数は大半が1室であるが，明治中期の貧民窟附杏の記述には見られなかった2室以上が4 

分の1に達していた。そして，豊数を観察すると， 1位が4疊半で31*9%,これに4疊，3疊が統 

き，これら3種類で全f本の半数を占めており， 1世帯当り平均置:数は5.0疊であった。壁数を,家屋 

の様式に関述付けると, 3疊は據割や共同長屋の, 4.5臺は普通長愿1室の, 6.5置:は普通長屋2室

家 货

〔表 8 ; ) 家赁，その他（明治末〜大正初頭の『細民)）

家資支仏方法

下 谷 •淺草区 本 所 •深川区 4 区合言十

1 円以上
し5円未満 5.5% 5.8% 5,6%

し5円〜2.0円 25.5 25.3 25.4

2.0円〜2.5円 29.3 36.1 32.7

2.5円〜3.0円 15.8 24.0 19.9

3.0円〜3.5円 10.8 4.6 7.7

そ の 他 13.1 4.2 8.7

合 託 100.0(2,993) 100.0(2,883) 100.0(5,876)

平均家® 2.4円 2.2円 2.3円

下谷•浅草区 本 所 •深川区 4 区合計

U 日 .
1 ヶ月 2 回 

月 末  

その他

17.4%

19.5

60.0

3.1

24.9%

14.0

59.2

1.9

21.4%

16.6

59.6

2.4

合 計 100.0(2,594) 100.0(2,856) 100.0(5,450)

0 r細民調統計ま』282貝〜289更。

r細民調を統計表摘耍』182貝~ 183頁より作成。 

。不詳を除く。

F統計表』2 2 0K-223K,『同摘要』lMj5>185直より作 

成。

不詳を除く。

饮事場，使所の専用率

下 各 •钱草区 本 所 •深川区 4 区合計

次事場專用

ノ/ 共同

合 計

98.6%

100.0(2,997)

,86.0% 

14.0 

100.0(2,888)

92.6%

7.4

100.0(5,885)

使所專ffl 

/ / 共同 

合 計

78.8%

21.2

100.0(2,989)

73.3%

26.7

100.0(2,888)

76.1%

23.9

100.0(5,877)

。 r統IすまJ! 27 8 K ~ 2 8 1 K ,『同摘要』186H~187頁より作 

成。

' 。不評を除く。

の，それぞれ代表的な間取りであった。以上のように，この時期のr細民」の居住条件は,明治ヤ

期に比較すると，若干改善の兆候が見受けられ，普通長屋1室4.5疊に，小規模の夫婦家族が他に

同居者を交えず慕していたと考えられる。

〔表8〕によって家賃を见ると，多くは1円50銭から2 円台に集中しており， 1ヶ月平均家賞は
C109)

2円30餓であった。また，家賃の支仏い方法は，明治中期においてははとんど日払いであったが， 

この時期には約6割が月末仏いで，日払いが2割程度に低下している。 このように月末払いが墙加

法(103) 3極の長嵐の様式については，後京で図;了くすろ。

( 109)このことは， r名護町の货liVjifj極めの家货を仏ふもの，共七分にして月極めは三分に過ぎずと云ふ0 J (前梅『大 

阪各渡町お:ほ餅M 察記J 1 3 2 M )や r屋货の支払ぱ十四日-及三十日払，七日払もあれど， 日組•なるは普通なるが如しj 

(前 横 III r 1:1本の下) 社会』47だ）という戚述から想像できよう* ,

---- 86 {388)——

敏我班をほ!̂ ;̂̂ 波̂ 激だ就短'欲侧44■ぜ職fe,舰'ぉ激‘颇が湖ぁて̂ ^激—ぜ热ぜ做;‘'嫩嗽ね贈ぉ撒ポぜ̂^̂̂



注(lit))坎事場や使所等の設備状況は，地区によって相違が大きかったと考えられ，比較的新與地域であった調] 地[S以外 

では，車用率は今少し低かったかも知れない。

( m ) .『細民調31：.統計丧摘要』178百〜179頁。ただし，2,854世带巾の比率である。

(112) Jll京市社会局『Jjdnf!内の木質宿に関する調 (大正12年刊行）によれぱ， 345軒で， その約7 割は本所区と深川 

区に後中していた。都市最下層の流動部分は，I"細K J の分布以上に，新與工業地域である本所，深川両E に偏ってい 

たものと思われる。

(113)以セは，『糾|ほ調3!?.統計§5̂』T木賃宿戸別調j 1员， による。

(114)以上，同上 r木賃宿戸別調J 7 贞~ 8 琪。

( 1 1 5 )この産榮分類については，r国勢調杏.報告の外に，前掲『産業別就業者の時系列比較』284jJレ 286H等を参照。

(116)昭和初期ではあるが都市下層の職業溝成を詳細に分おiした業績として，社会福祉学科生活間題研究会r都Tii生括お 

の社会構成と贫困—— 都市生ぜiと$4旧 の 研 究 そ の —— J ( f社会糾止』敏A 号， があるが，,とこではその 

ように静細な分類は不^̂?能なので，後述するような大まかな鎮型化を試みるに® めた。

87(389)

したことは， 定期間都市に滞留し，しかも家資を一括して支払えるような生活の様式を，「細民J

が形成しつつあったことを傍証している。そして，それまで集住単位において共同で使用される場
' (110) _

合が多かった坎事場や使所も，その「屯付」専用率がそれぞれ92.6%, 76.1%となり，大部分が一

家族の専用するところとなった。このことは，普通長屋の■̂般化を含めて，前章で述べたある種の

地域的共同性が失なわれ始めた指標として理解することもできよう。しかし，飲料水は共同检また
( 1 1 1 )

は共同井戸であり，「造作J として疊が敷いてある家屋は29.9%に過ぎない状態であった。
(112)

ところで，明治44年の東京市内の木賞宿は307軒で，調を時点の宿泊人員ほ6,807人であった。そ 

の内61.8%が単身者で，このはとんどは成人巧子であった。残りの[家族同伴者J は，成人男子， 

成人女子，r小人J がほぼ同数で，夫婦と子供1 人の家族を構成していたと考えられ，これらの 865 

世帯が木賀宿宿泊世帯中に占める割合は17.1%で，既述した明治中期と比べると，堪身者以外の世
(113)

帯b 比率が低下してきたように思われる。少なくとも，「雑居室J に単身者以外の世帯も雑居する 

という状態はなくなっていた。何故なら，この時期の木賞宿の客室は，「雑居室J 力';610に過ぎず， 

r別室j 力;2,869もあり，「家族同伴者」はもとより単身者も「別室』に宿泊していたと考えられる 

からである。勿論，平均2.7壁 の r別室J に3人家族が宿泊するという居住条件は，普通長屋の「細
(114)

民J よりも，なお劣恶であったことはいうまでもない。

戦前における都市下層の展開（上）

第8節職業及び収入 .

昭和初期まで時系列的に比較し，同時に各々の時期の東京市全体での位置を検討する場合，いか

なる職業分類によるかが問題となるが, この論稿では，戦前の調S 史上1っの画期をなす昭和6年

国勢調査P 産業分類を用いることに し た 5̂、)。各下層調査の職業項目を昭和5年国調の産業中分類に

よって整理し，その結果を，大分類と若干の中分類，•更に括弧を付して下層調査-の項日によって表
(116)

示した。それに基づいて，当該時期の都市下層の職業構成の類型的な特質を把握するように努めた。 

さて，明治末から大正初頭の「細民」の職業構成は，〔ま 9〕.に示す通りであった。「細民」の現
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〔表9〕 後業構成（明治末〜大正初頭のr細民J)

4 区 「細民」
明治41年 .
束京市全体

農業，水業  

鉱業，工業 

商 業  

交 通 業  
公f  .1ねti業 

家 事  
其©他の産第 

無 業

0.7%

60.6

10.4 

12.7 •

2.7

0.3

11.5 

1.1

し1% 

37,1 

27.9

9.4 

10.6

8.6

2.9

2.4

合 計 100.0(10,894) 100.0(779,083)

。『細民調S 統計表』9 K - 1 6 M ,  f細民調ま統計表 
摘要』44更~67貝より作成。

束京i：lT役所 f東京市市勢調を.原ま』第二巻(明沿44 

律刊)第10衷による。ただし「僕婢」は r家ijfj 

とみなしすと。

°分親方法については本文を參照されたい。

◊細!̂ 中，括弧を付けたものは細民調査.の職業項目， 
括弧のなV、ものは昭和5ザ国調の戲業中分類であ 

る◊

大 分 斑 細 H

世帯主

(4E )

子有 
業家旗 
(4 区）

女子有 
菜家族 
( 4 区）

非現住 
有業者 
(本所区， 
深川ぼ)

農業，水産業 1.1 0‘8 0.0 2.0

ェ 業 43.8 67.6 83.7 38.9

金 成 ：！： 業 5.3 12.1 1.0 7.3

W 織 工 業 3.4 4̂ 3 33.4 6.3

被照•身装品製造業 6.0 6.6 24.5 3.6

木竹草蔓類に関 
する製造業

5.2 6.3 2.5 3.4

土木E 築に関する-業 8.9 6.2 1.0 3.4

商 業 14.0 6.0 6.2 19.1

[古狗及廃物商J 
「露店商J

4.0 1.3 1.3 0.5

交通業 22.1 6.2 0.3 1.5

r人力取挽j 13.1 2.6 --- . 0 . 2

f■荷車挽，運送人夫j 6.8 1.6 0.1 0.2

公務•自由業 3.2 5.5 1.3 0.8

家 事  - 0.1 0.4 0.5 27.9

其の他の産業 13.8 13.5 7.7 9.5

[日雇i 8.6 4.2 1.5 0.9

[肩拾，肩選J 2.4 1.8 1.9 ---
無 業 . 1.9 ---- 0.1 0.3

各 き+ * ロ p1
100.0%
(5,935)

100.0%
(954)

100.0%
(4,005)

100.0%
(989)

住有業家族を東京市全体と比べると，工業，交通業，其の他の産業の割合が高く，. 他方，商業，公 

務自由業，家事が低くなっており，「細民」の職業は思いの外r生▲ 的)J もしくは力役的であった 

という印象を得ることができる。資産もなく，有利な人的関係や情報も持たない「細民」' が都市で 

家族を維持するには可能な服り力役的もしくはr生産的J であらねぱならず，また，日露戦争後の 

重工業の発展の結果，そのような労動需耍が少なからず存在していたのである。以下,世带におけ 

る地位別に，職業及び労働条件を検討したい。

①世帯主 ’

まず，〔ま 9 〕によって世帯主の職業構成をみると，土木建築に閲する業，交通業， r日屈J とい 

う力役的な職業が大きな比率を占めている。 このうち， r大工J , 「左官j , 「駕職J 等を含む土木建 

築に関する業と，「人力41挽」等を含む交通業は， 若:千の熟練と裝備を耍L , その意味で職人的力 

役型と考えることができる。これに対してr日愿J は，労働市場の最下層の移動率の高い職業であ 

り，純粋のrd照的力役型といえる。勿論，土木建築や交通業にも日履人夫的な職種が含まれ，更に, 

この頃の r日厢J は多分に雑役的な性格を帯びていたと思われるが，差しあたり力役型を以上のよ

注(II7) 前掲本の都市下；0社会j 83Hc
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うに分類しておきたい。次に，土木建築業を除いた工業が相当な割合となっているが，両細民調查‘

の 「職工」という用語では工場職工と職人とを明確に区別できないので，これらを一括して工業型

としでおきたい。吏に, 極小規模の商店主，行商，「露®商J 等から成る商業，•■雇傭人J , 「按摩」,

r遊芸人」等を含む公務• 自由業，雑役や「肩拾，曆選J を含む「日履J 以外のその他の産業，そ

して家事，これら4つの大分類の全部または一部分を雑業IIと把握することが可能であろう。最後

に，旧和初期には重大な問題となるのであるが，都市下層の中でも最下層に位置していた「被救助

者」や失業者等の無業型が存在する。以上のように「細民』世帯主の職業類型を整理すると，工業

型が34.0%,力役型が39‘6 % ,その内，職人的力役型3 1 .0 % ,日®的力役塑8 .6 % ,そして，雜業

趣が22.5%,無業型が1.9%という構成になる。 ■

ところで，明治21年の大阪名護町では，工業型が20,4%,力役型が26.2%,雑業型が47.7%,無

業型が5.7%で^ り)'，明治.34年の新網町では，工業望が11 .2% ,力役型が63 ,5% ,雑業型が14.7%

で 吏 に 明 治 35年の锻ヶ橋町では，工業型が16% ,力役型が47% ,雑業型が35% ,無業望が2 
〔12り

% であった。調を地域が限定され，職業分類も暖昧なため，厳密な比較は無理であるが，‘以下のよ 

うな大体の傾向を把握することは可能であろう。すなわち, 明治20年頃から明治末にかけて，雑業 

iiが減少し，これに代って力役型が増加したが，明治末期には，力役型も頭打ちになり，工業型が 

増加するという後向である。 このことは，「力役里[と雑業型とが相半ばする構成から，徐々に力役 

型が比率を増し，更にその中から工場職工が生み出された」という前享の叙述を裏付けている。以 

上の結果，明治未から大正初頭の「細民J 世帯主の職業構成は，力役型がトップで約4割に達レ， 

工業型が3割5分でそれに比肩し，雑業型が後退して2割強となっていたわけであるが，この時期 

の都市下層の特徵としては，工業壁が大きな位置を占め，し力、も，その中に工場職工が少なからず 

含まれていたことに注目しなけれぱならない。雨細民調查の工業型の項目の大半は「職工J という 

用語を付けており，職人)̂ ';かなり海入しているとしても，工業型の半数近くは工場職工であったと 

思わ;Rる。このように恐らくは中小経営の工場職工を含み，その上，総体として小規模家族を維持 

し始めたという都市下層の特質は，「細民J にダイナミックな性格を付与し，後述するように明治

敝前における都市下層の展開（上）

注ai8) 「商』と r苑j で区別可能なようにも思われるが，何の確証もないので，商業中の小商店主と行商とは細目化しなか 

った。しかし，行商が相当にお:在したのは疑いのない事突である。
(119) 前掲 r大阪あ護町贫民:®視察記』135H o 15歳以上の93子2,689人の職業稱成である。

(120)前揭『日本の都市下層社会』62貝。463戸 の r恐らくは所帯主の職業J である。

(121)同上#し62H~63Ko rttィ者百人に対する職業J 'で，総数は不明。

なぉ，明治3碑にぉける万制ぱ，驳ケ橋，霊厳町の特妹小学校児造の保;液者482人中，力役型が47% , なかでも「人 

力 夫 J が3 2 %であった（宵地正人S■ロ露戦後政治ii!の®f究』205貝) ◊職人的力役型のホ心であったr人力3fi夫J は， 

明治30尔代4,55に'1万人以上とピークに達す'るが，明治末には市電の発展等のために，はぽ半減した（津[n,同上書14 

5 K ~ 1 4 7 K ,官地,、同上書207東)。

明治中期の都市下層の工業が多分に雑業的かつ手工業的であゥたので, 前章では力役塑と雜業型の2つに大まかに盤 

理したが，ことでは，明治末から.大JH初賊の '■細民J と比絞するために，一応工業型も■別(Wに;̂)•顏してみた。
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0 10.0 20.0 30.0 40.0% 0 10.0 20.0 30.0 40.0% 0 lu.o zo.u au.u 4U.U：?&

o 『細民調査統計表Jl17Ji-20Ho 

◊ 20歳末満は旧示しなかった。不詳は除く。

は壮年中心であり，力役型は大体中年中心であり，雑業型は高年中心となっている。要するに，エ 

業型，力役型，雑業型という順序で高齢化しており，「細民」内部の職業は，世代と，年齢に伴う 

職業移動とによって相当程度に決定されていたと理解すべきであろう。なかでも，金属•機械工業 

と土木建築業の構成がま壮年層に集中している力’、，前者は，明治後期の重工業の成立に照応してお 

り，これに既述したr職工家庭調奄J による20歳代と30歳代からなる世帯主工場職工を重ね合わせ

注(122) r細 調 ま 統 計 17K-20K, m m rm n m m m  44k~49Ko ‘

(123)すでにぺ述たが，お配偶職:!:のギ齢偶成は，20儀代が43.5%, 30成代が41.かで，f細K：j 世ポ?如t もとより，工業 

型よりも更に-:返っていた。この調3!£対象は, 大工等も若干含まれてはいるが，r諸機械敷造職:じ及其修縫工J 力ね4.9 

% 、[般め鋳物あせ他金厲製造職工J が14.0%で，おおむね金厲•機械！:業中心の工場職工であったと-#えられる6 

び細Hi調統計あ 8 r職工家®'調査J ZJ{~5].to) ,

—— .90 (392) ——
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:旧学会雑誌j 71卷 3 号 （197辨』月）

金
属

末期から大r[E中期のr都市民衆騒擾J の主力としての役割を担わせることになる。

さて，「細民」世帯主の94*2%が更子であったので，男子世帯主の年齢構成，労働日，月)に開 

して考察しておきたい。〔因7 〕は代表的な職業の年齢構成を示している。それによれば，工業型 

eg] 7：] 男子世帯主の職業別年齢構成（明治末の！■細民j)
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月平均の労働日は，〔表10〕に示すごとく，工業型が幾分長く，力役型と雑業型が，恐らく天候と

.健康のために，やや短くなっている力;，総平均は 2 5 .0ロであり，20日未満（もしくは以下）が 2 4 .6%
(124)

あるものの，全体として「細民』男子世帯主の労働日は，可能な服り十分長く，かつ「勤労的J で 

あったといえよう。 . . .  .

次に，男子世帯主の平均月収は, 工業型が上位，力役型が中位,雑業型が下位にそれぞれ位置し 

ており，この位置関係は年齢構成に類似している。すなわち，〔表10〕によって , 収入の高いもの 

から列举すると，金属 • 機械工業，土木建築業，木工業，I[す挽等, 被服等製造業，商業，in履，肩 

拾等という順序になる力';,これは年齡構成がネタいものからの順にほぱ対応しており，世帯主年齢層 

では 年 齢 が 、程収入が高いという相関を見'̂ 、出すことができる。熟純や自営業的基盤をはとんど

注(124)前描ぴ【本の都市下層社会JllSHo

....9 1 (5^5) ■

戦前における都市下層の展開（上）

ると，都市下層から工場労働者が世代的に分離を開始したこの時期の構因を描'くことができる。ま 

た，後者の土木建築業は，大正中期以降において，20歳代が少なくすでに衰退の兆候をポしていた 

ホ挽等に代わって力役型の中核となり，更に日雇の性格をも雑役から土木建築的な'ものへ変化させ 

ていくことを暗示している。

〔表1の男ネ世帯主の職業別月平均労働日及び平均月収

- 2 0  P 20〜25日25〜31日合 計 平均労働日

金属*機械工業 

木 工 業  
彼服等製造業 

土木建築業 

I f i 挽 等  

日 雇 

商 業 

屑 拾 等

11.6%

22.7

15.3

39.8

15.9

39.4 

29.0

24.4

42.9%

37.3

30.6

42.7 

39.9

39.8 

37.5 

54.2

45.5%

40.0

54.1

17.5

44.2 

20.8

33.5 

21.4

100.0%(112) 

100.0 (110)

100.0 ( 85)

100.0 (274)

100.0 (552)

100.0 (226)

100.0 (400)

100.0 (131)

25.6; 26.1日 

25.2 日

25.40

22.40 

24.8； 26.9日

23‘0 日 

24.3; 24.8日 
20.0 日

男子世帯主合計 24.6 35.5 40.0 100.0(2,745)| 25.0 日

'『細 民 統 計 表 』25更~26買,3 3 H ~3 6 

買より作成。ただし r20~25日jや 

10円J というる現は,原資料のまま用い 
た。不許は除く。

平均労働曰及び平均月収は,『細民調査.統 

計表摘耍j 68頁~73H, 8 6 K ~ 9 1 Hにょ 

ゥて，該当職業の数値をそれぞれ列挙し 

ておいた。

〜 5 円 5 〜10円 10〜13円13〜15円15〜20円20円〜 合 計 平 均 月 収

金厲•機械工業 

木 ェ . 業  
被服等製造業 

土木建築業 

車 挽 等

日 m

商 業 
屑 拾 等

1.7%

5.9

2.4

0.5

3.1

3.5 

28.5

6.6%

17.6

18.8

7.7

12.5

34.8 

23.3

46.9

17.4%

12.7

27.1

19.0

28.0 

25.1 

25.5 

15.4

34.7%

34.3 

3し8

25.4

32.5 

27.3

28.5 

7.7

33.9%

29.4

18.8

30.3

22.1

8.8

16.8

8.8

1.2

13.0

4.3

0.9

2.5

100.0% (121) 

100.0 (102)

100.0 ( 85)

100.0 (284)

100.0 (553)

100.0 (227)

100.0 (400)

100.0 (130)

14.1;14,4円 

13.7 円 

11.4 円 

13.3 円 

13.1;13.9 円 

11.2円 

11.2; 11.3；11.7 円 

4,3円

巧子世帯主合計 4.1 19.4 24.3 27.3 19.8 5.0 100.0(2,753) 12.8 円
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持たない都市下層の収入を決定すをものは，主に労働強変であったと考えられ，しかもこの労働徹 

度は，20歳代以上において，年齢に反比例すると見なすのが自然であろう。従って収入とギ齢の逆 

相闕は，労働強度を媒介に説明可能であり,とのことは都市下層の収入の特性として十分注目され 

ねぱならな(いj 津田氏は，収入と労働日との関係に"0■及しておられるが，同"^職業内ではともかく， 

「細民』全体の職業としては，以上のような理由で，収入と年齡ひいては世代との関係を重視した 

'い。勿論，例えぱ年齢構成のより高い审挽̂等の収入か被服等製造業の収入を上回る場合もあったか， 

これは，車挽等が年齢の割に労働強度の高い職業であウ，その意味で当時の「細民」を代まする職
' »

業であったと理解すべきであろう。 .

男子世帯主全体の5 割以上は，月収1 0円から15円の間に分布‘しており，.全体の平均月収は，明治 

44年調査では13.1円，明治45年〜大正元年調査では12*8円で，ほほ 13 円であった。とれに対して女 

子世帯きの平均月収は，両調查共に5.2円であ(IT,)それ故，「細民J 世帯主の乎均月収は，13円弱で
(129)

あったと判断しなければならない。この13円という値は，津旧氏の14〜15円と比べると少し低く， 

明'治30年代の水準ではないかと思われるかも知れないが，すでに述べたように，津氏の月収推計 

は，力役趣と工業型にのみ対応しており，雑業型が考慮されておらず，都市下層全体の月収額とし 

ては過大評価を免れなかった。従って, 「細民」世帯主の乎均月収を13円弱と考えることはそれほ 

ど不当ではあるまい。

②男子有業家族 ' '

次に，男子有業家族について検討しよう。この年齢構成は，20歳未満が56.9%, 20歳代が23.9%
(13 り ，

で，世帯主以外の男子有藥家族中に，直系卑属の占める割合は84.6%であった。従って，男子有業 

家族の大半は，世帯主夫婦の子供，すなibち 「細民」の第2世代だったと考えても大過なかろう。 

〔表9〕によれば，男子有業家族の職業構成は，工業型が61.4%と圧倒的に多く，過半を占めてい 

た。なかでも，金属工業がに12.1%に達していたことは注目に値する。このように，r細民jの次世 

代の多くは，丁維，卒公人や力役ではなく，工業の徒弟や見習職工となり，当時の労働市場が比較 

的開放的であり，みずからも若年新規労働力であるという条件の下で，熟練を獲得し，やがて基幹

I•さtn学 ^睹 fej 71卷3号 （1978年6月）

注〔125)第一次大戦後，労働移勘が低下して熟練が形成されせ理体制が盤備されることによって，r定期界給制Jもしくは[年 

. . 功賃金J 力’、成立し（前海，兵藤『日本における労資関係の展開』404j.q：~471H), Jfl工業大経営の赏傭労働者の賞金は， 

少なくとも現象的には網^ に伴って上界し，ここでの都市下層の収入とは正反対•の觸肉ち呈することになる。

(126)『日本の都市下眉社会』92H。

(127) r人力Ij£失J と r借人力ij£挽j 421人中， ナシJ (前揭，八 r ド層社会班究』i s i j oと呼ぱれる夜業に何らかの 

形で従ホ'る激は，42.0%と半分に迫り，またこれらの職業の労働r:lも比校が成かゥた。び細民調統 HIまJ126K。）

(128)『細民調統計を』37M"^38M,『細iJi調査統計ホ摘廣J! 86貝〜91焚。

(129) m 木の都ホ下}??社会J 92]3[~93Ho

(130)『細民調3!̂統詠ま』21H~2433：, r細ほ調査.統計5!̂搞3?j 32H。いうまでもないが，20歳未满の大部分は，10儀以上で 

あった。'

(131)r細は親ぱ統計表摘躲』im-rrno .
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的な工場労働者になるととさえ可能であった。律P3氏は非現住者についてのみこのことを強調され 

ているが，第2世代の現住と非現住の有業者の割合はほをんど同じであり，次世代の男子全体に関
(132)

して主張されねぱならない。そして，「細民J の息子達の少なからぬ部分が工場労働者への道を歩

んでいたととは，とりもなおさず以下の3点を意味している。第 1に，津田氏が指摘されたように，

都市下層がr労働力給原j としての機能を，世代的にではあるが有していたととである。第2 に，

隅谷氏が指摘されたように，それは工業労働力の一部が都市内部や供給されるととでもあり，都市

下層は動態的にも都市社会の重要な構成部分であった。第3に，都市下層は必ずしも世代的には自

己を再生産しなかったことである。換言すれぱ，都市下層の次世代、がみずからの世帯形成後もその

桃成員でありつづけ，都市下層自体を固定化するという経路は，少なくとも「細民J の主流ではな 
' (133) -

か っ た の である

ところで、，男子有業家族の月平均勞働日は25.4日，平均月収は8円弱であった。有業率をみると，
(136) (137)

20歳未満の男子家族の有藥率は12.5%,なかでも15歳以上20歲未満の有業率は86*5%で，男子直系 

卑属2,306人中の有業率は16*2%であった。従って，r細民J の男子の子供の有業率ほ15%位であっ 

たと考えることができよう。

③世帯主の妻

〔爱9〕によると，女子有業家族は男子有業家族の4倍以上に達していたレその内84.5%が20歳
(139) •

以上の女子であり，モードは30歳から40歳階級であった。また，女子有業家族に占める配偶者の割
ひ40)

合は81.3 % に上り，これらの数値から，女子有業家族の大部分は，「細民J 世帯主の妻であったと

戦前における都ホ下層の展開（上）

注(132) r日本の都市下層社会』152頁~169貝。津旧氏がここで最も力点を置かれているのは，統いて述べるように，「『労働 

カ始源』としての都市8■下層社会』J の意義である。

なお，A 浜徳三郎は, . r 丁稚仏底J の理由として，r年期奉公よりも月制族の勤務例へぱ会社銀行の給仕，或は汽取 

電1|1の！{I裳又は運転士を希望するもの多き事j や r工業の発速に連れ職工に身を委ぬるもの多きすり等を举げている 

び下層社会研究』43貝)。 ■..

、 吏に，『慈善』明治45年 4月号によれぱ，明治44年度•の東京市特殊小学校の巧子卒業生!57人中，28.7% がr工場通勤J 

, に，17.8 %力’、r家業見習手伝J に，8.9%が f商業觅習舉公j に，マ.6%が、r工業家徙弟J 及 び r下駄花緒製造J にそれ 

' ぞれ就職している。女子卒業生の場合，rzに場通勤」，T家ボ見習J, r女中奉公j の順位になっている。

(133)世代的に自己W 生産が不可能という場合，明治中期のように人ロ学的な縮小T5生産の場合と，次世代の階層的上昇に 

よって己] 生度ができない場"a•の2通りが考えられるが，とこでは後者を指している。後者の場合若干の前提条仲を 

必要とするが，この頃のr細民j は, 家族を維持し，30歳代から40歳代の世带においては少なくとも2人の子供を青少 

年期まで生育し，明治30ホ代の食費め容を中心とする生活水準の向上によって自然增如率も次第にプラスに艇じたよう 

であり（この点に閲しては後草で述べる），この条件を満たしていたと思われる。

(134)『細民調査統計表摘要741 ミ~79H。

(135)同上書，92直〜97Kによれぱ7.5円，『細R 調查統計ま』3ア更~40頁から概算すると8‘0円となる。

(136)『細rぐ調査.統計まJ 7 K 〜8 貝及び2ぼ ~24貝，IT細民調査統計表摘要J 12寅~13寅及び32直。

なおお子家族4844人金体のイミ業率は10.7%であった。

C137)同上。 •

(138) r細民調査統针丧搞廣J16S~17m'。

(139) if細民調:/£統計表j 21]3>2‘ぽ ，r細民調あ統計表搞躲』3斌 。

(140) i■細ほ調3^統計を描廣J!
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考えられる6 このような男子世帯生の配偶者を中心とする女子有業■家族の職業構成は， 〔表 9 〕に

示す如く，工業型が82.7%と大多数を占め，男子有業家族以上に工業型に集中していた◊ ところで,

『細民調查統計表』の有業家族の職業項目中の明らかに「内職」と認められる項目に従事する女子 
(141)

は42.7%で,この他にもr職工J と r内職J の区別がつかないものの，ある程度の「内職J 力;想定 

され，女子有業家族の少なくとも半分は，内職という就業形態をとっていた。線織工業（I■絲繰及絲 

解内職J 等から成る）と被服• 身装品製造業（(■古足袋古靴下古手袋等修縫内職j 等を含む）が5割を越え 

ている0 も，このことを裏付けている。従って，女子有業家族の過半が，家庭内の工業貧仕事であ 

る手内職に従事していたからこそ，工業堕が大多数を占めていたともいえよう。そして，内職は労 

働日や収入をも規定していた。

女子有業家族の月平均労働日は，26曰以上が48.7%, 21〜25日が15.9%,16〜20日力';;21.9%,15 

曰以下が13.5%と分布しており，世帯主と比較して15日以下と26日以上の割合が高く，平均すると
(142) '

24.5日であった。女子有業家族の平均月収は，2.5円で，その分布は， 1円未満が29.2%, 2 円未

満が29.8%, 3円未満が15‘8%, 4円未満が7.5%, 5円未満が6.9%で, 以上で89.2% に達してい

た。全体の6割近くが2円未満に集中しており，女工等の内職以外の就業によって平均値が2円以

上になるものの，女子有業家族の内職による月収のほとんどは，2 円以下であったと考えられる。
(144)

津:田氏は，「これ以下では『有業が成立しない」「最低線J を月収約1円とされているが，1円未 

満が3割弱;^在したことから判断すると，この主張は妥当ではなく,，むしろ，きわめて少額であっ 

ても可能な限り内職を続けるのがr細民J の妻の特徽であったと思われる0 ところで，女子家族の 

有業率は，全体では40.0%で，年齢別に見ると，20歳から29歳力163.6%, 30歳から39歳が67.4%,

40歳から49歳が69.1%と，配偶者層でくなってい(i。女子配偶者に限定した有ま率は71.6% であ
(146) _

り，「細民」の妻の約7割は,何らかの形で就藥していたと考えることができる。以上要するに， 

「細民」の世帯主の妻は，たとえ月額1円以下の収入であっても，健康と家事育児の許す範囲で内

注( M l ) 1■細民調統 iiま』13貝~16更。

(142)『細民調在統計-ま摘耍J 37貫及び74貝~ 79更。ところで，この調査によると，世帯主の労働日の分布は，2 6日以上が 

40,9%, 2レ 25日が34.7%,16~20日が21. 1 % , 151ヨ以下が3.3%であった。

律ffl氏は，20H|未満について同様の指摘をされているがびロ本の都市下層社会』％買> 99質)， ここでは，15 0 以 

下に注目したい。

G 4 3 )『細民調を-統計ま摘要』9 2H〜97具及び40頁~ 4ぽ 。なお，6■細民調査統H懷 j 4ぽ ~42真によれば, 5 R 未満は85.0

% でぁっすこ。

(144) r日本の都ホ下層社会jioij<~io2Ko沖m 氏のこのzt張は，職工の配偶者に閲しては妥当するかも知れない0 詳し 

くは，r細民調あ.統計ま』r職:!:家庭調在j 3 6 H ~ 3 7 Kを参照。 ’

横山源之助によれぱ，明治3H ド頃のr贫民家庭の内職仕事J の r貨銭は? 训(る所大抵六銭乃至七銭なるを通例J と 

• していたび日本の下層社会』44；0；…45K)o*"明治末には幾分上昇しすこと思われるが，あくまで平均日収であり，内職の 

不規な性格をも考慮すると，月収1円以下の存在を想定することは不可能ではなかゥたといえよう6
(145) f細 民 調 统 計 ま す 及 び 21Jダ〜2 4 H ,『細ほ調3!|̂統計ま摘要』12；1^{~13爽及び32臾。

(M6) r細lii調; 統計※摘要』16K〜 女 子 fid偶者の総数は2,449人。.
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職等に従事していたのである◊ しかも，配偶者のこのような就業こそは，ようやく定着し始めたま 

族を維持するために，当時の都市下層にとって不可欠の要件であった。

④その他
(147) ィ ̂

男女現住家族の有業率と職業構成を，明治中期のそれと比較しておこう。明治中期において，15 

歳未満男子の♦業率は乞食を除いても50.4%,15歳以上女子の有業率は同じく 79.5%であったが， 

明治末から大正初頭には，それぞれ6.9%, 61.3%となり，いずれも相当位下している◊特に，都 

市下層の次世代である男子家族の有業率が極端に低下していることは,既述した就学率の上昇にも 

照応しており，注目に値する。また，明治中期の職業構成は，15歳未満男子の場合，雑業型が54.6 

% , 工業型が27.9%で，15歳以上女子の場合，雑業型が63.4%,工業型が26.0%であった。これら 

と比べると，四半世紀後のr細民J の男女有業家族の職業構成は，すでに述べた世帯主以上に，雑 

業型が低下し，工業型が上昇したといえよう。明治中期の雑業型中'の職業構成は都市におけるエ 

業の未発達に起因するのであるが，15歲未満男子に関していえば，有業率の高さに示されるような 

少年期の比較的早い頃からの就業が雑業中心の就労を余儀なくし，その結果，「貧民j 次世代は, 

明治‘末から正初頭の「細民」次世代と違って，雑業型から力役型そして再び雜業型と、、う職業経 

歴をたどり，r貧民J を再生産するこ i にもなったのではないかと想像される。

後の時期との比較のために必要となるので記しておくと，世帯主以外の男女を合わせた家族の有 

業率は，33.4%であった。

⑤非現住人ロ ‘

最後に，# 現住人ロの職業を見ておきたい。すでに述べすこように, 非現住人ロは，その過半が10 

歳代，一部分が20歳代で構成され，ほとんどが世帯主の子供であった0 有業者を詳細に区別するこ
(148)

とはできないが，非現住者全休の有業率は87.4%,.男子の場合91.1%,女子の場合82.7%で，非現

住人ロの大部分が就業しており，非现住者すなわち非現住有業者と考えても差しつか免なかった。

職業構成は，〔表9〕に示す通りであるが，工業の徒弟や見習，家事使用人，そして商業の女中や

丁稚參公人の3つが軸となっている。男女別にみると，男子非現住有業者の職業構成は，工業型が

52.0%と約半数を占め，なかでも盗厲工業が12.0%で，これらの点では男子現住有業家族の構成に

近いが,住込みという就業形態が多いため^̂と，商業と家事がそれぞれ13.7%, 8.8% と男子現住有業

家族に比べて高くナ£っている。女子非現住有業者は，家事が54.6%,商業(大半は[•贷座敷,'料理店，
(149)

飲食店等ノ雇人Jである）が26*7%で，はとんどが中産階級以上の家庭かサービス業の女中であった。 

労働日と収入については不明であるが, 男子非現住有業者の場合，男子現住有業家族と大差なかっ

注(147)以下は，明治2nf-大阪名護1«|の限定された资料であるが，前海 r大阪名護町货民窟祝察記J 135貝による。ただし，こ 

とでは，比較のために乞炎を無業とみなした。

(148).r細jXi調is統計表摘要JISJミ〜19Ho •

(149)以上は，同上書，62；ITC~6ぼによる。 •-
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たと思われる。そして，晃子非現住有業者は，その過半が金属工業に代まされる工業型であり，男 

子現住有業家族と同様に，工場労働者へ0 道を歩むことが可能であった。要するに，現住，非現住 

にかかわらず，r細民J の男子次世代有業者の少なからぬ部分は，親の世代の力役型や雜業盤とは 

違って，工場労働者につながる工業型に属していたのである。従って，次世代の励向に視座を据え 

た場合, との時期のr細民j は，労働力供給機能を通して都市社会を積極的に構成し，その結果， 

固定的な世代再生産をなし得なかったといえよう《

ところで，津田氏は，非現te人口に•ついて, r細民J の収入水準は「四人以上の家族人口を排斥
(150)

するのであってこの部分は家族構成を破壊して他へ流出せねばならないJ と述べられている。しか 

しながら，主に尋常小学校修了以上の年で非現住人ロとして流出した後になお非現住者の弟妹と 

世帯主夫婦が残るという状態を，「家族構成を破壊J するのでr世代W生産に重要な問題を提起し 

ていと理解することは困難である6 このような理解は，いわば直系家族制の家族周期を前提と 

してのみ成立するが, その場合，労働力供給後能を整合的に説明しにく くなる。従って，ここでは， 

比較的早期の非現住人ロの排出を，確立されるべき直系家族制の家族周期のI'破壊」ではなく，よ 

うやく維持され始めた小規模夫婦家族からの分離と考えたい0 このように親の世帯から分離した次 

世代非現住者は，やがて新たな世帯を形成して独立するが, 後享で述べるように，親子2世代が同 

居することはほとんど皆無であったと想像される。分離の時期が欠落するものの，「細民J の生话 

状鶴から推し量ると，この事情は次世代現住有業家族に関しても同様であり，総じて，「細民』 の 

世帯主の子供は，多くの場合世代塞に基づく階層的上昇を伴って，親の世帯から分離，独立し,自 

らの新たな小規模夫婦家族を構成することになったといえよう。以上要するに，直系寒族制よりも 

夫婦家族制に基づく家族周期モデルの方が, 小規模夫婦家族の維持と労働力供給機能をも含め，と 

の時期の都市下層の世代6：：)な励態をより盤合的に説明しており，このことは，明' 末期の「細民」

を起点として, 都市下層が夫婦家族制の家族周期をたどり始めたということを示している。ここで 

は，夫婦家族的家族周湖の形態が，その機能的耍仲やイデオロギーに先行して，まず戦前の都市下 

層において出現したのではないかという展望を示すに蠻めておきナこい。

r三田学会!{I誌j 71巻 3号 （1978雄6月）

第7節生活構逸  、

前節で挽討してきた収入を1世帯平均に換算すると，「細民」世帯の平均月収は約16円，そのう 

ち, 世带主収入が13円，-ガ子有業家族の収入が1.3円，そして女子有業家族の収入が1.7円と‘/£る0 

明治30年代の力役型4人家族の月収が15円で，r贊民J全体の平均収入がこれを幾分下回っていたこ

注(ほ0) rロ本の都市下照社会JI imioもっとも， r同一の'別 i市場へ次の世代を投入することはJ rできる限り回避しよう 

とする」（同 15 2 K )というュュアンスのおなった-55?現も思受けられるが，Pだ&のIM|係は明らかではない。

(161)同上お, 165H。 •
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戦前における都市下層の展開（上）

(152)
とはすでに述べた。従づて，この間の若干の消費者物価上昇を考慮すると，明治末のI•細民_]の月 

収16円という所得水準は，明治30年代のr貧民J と は ぽ同じ水举で あ っ た と い え また，月収 

総额に占める世帯主収入の割合は8 1 % ,男子有業家族の割合は8 % ,女子有業家族のそれは11%で, 

収入の構成も明治30年代とはとんど大差なかった。

〔表11〕.明治44年, r細民J の支出構造

支出月額 飲食物費 住居費 衣服費 雑 費 世帯数

平 均
15.43

(100.0)

9.06

(58.7)

2.42

(15.7)

0.39 

(2.5) .
3.56

(23.1)

堆位円 

構成比(％)
3,000

分布 1 5.35 円 3.43 円 ■し15円 .0.00円 0.77 円

ユンゲル係数

(64.1) 300

2 9.55 6.01 1.75 0.12 1.67 (62.9) 600

々 3 13.06 8.00 2.16 0.24 2.66 (61.3) 600

4 15.92 9.44 2.43 0.38 3.67 (59.3) 600

5 20.63 11.84 3.04 0,58 5.17 (57.4) 600

々 6 30.57 16.55 4.32 1.28 8.42 (54.1) 300

■ 。『細民調査統計まJ 282頁~309頁より作成。

。原までは各錢0間の関係が不明であるが, 下位からの支出階層の分-布が各費目問で対応するものと 

仮定してW 揺成した。
。平均世帯人員は3.5人。 ■

。光熱費は, 分離できない雑費に含まれていると思われる。
。食費と雑費の倏正については本文を参照されたい。

〔表11〕は 「細民J の家計支出を示したものである。月平均支出総額はI5*4円で，上記の収入に

照応しているが，食費は9.1円で，〔表4〕に挙げた明治30年の10.7円と比べて少々低過ぎるように

思われる。更に，〔図8〕の 「細民」の食費ま;出線が工場労働者と比較してやや下方にシフトし，

逆に雑費支出線がやや上方にシフトしているのではないかという疑問からも，向様の印象を受ける。

恐らく，r細民調まJ り雑費中に食費とみなされるべき支出が含まれていたためであり，これを修
(154)

正するために，岡美論文の忖表のI■東京市内こ住スル日傭人足J のま̂例を用いチこい。それによると， 

これらr一定ノ技能ヲ有セサルJ 一家5人 （夫婦子供3人）の収入は17.00円 （夫の収入I4円）で，支 

出は19.28円，その内食費は12.50円 （65% ) ,雑費は3.53円 （1S%)であり，これを打点ずると〔図 

8〕のようになり，従って，〔表U〕の数値は，食費が約1円過少で，雑費が約1円過大であると 

修正されるのが妥当であろう。このように修正すると，「細民Jの平均的な支出内訳は，食費が10‘1 

円，雑費が2.7円セ、，構成比はそれぞれ65.2% ,1 6.6% となる。それ故，当時り「細民」の支出構

注(152)大川一司他箸r長期経済統計8物価』135H。これによると，都市の総合指数は，明治33年48*8,明治44年62.2であるゎ

(153) r所帯ノ月収金額ュ依リ分キタル所帯J の分布から推計しても，r細民J の平均月収は14‘9円となり（r細民調査.統託 

ま摘要』148H~149H),16円という収入水準を裏付けでいる。律氏の推計では，既述した理由でlit带主と女子有業 

家族の収入が高くなっているが，巧子有業家族を無視したため，紹局，月収は15.7円とされ七いろ0•日本の都市下層 

社会J 116直〜117貝)め

(154)中纯正奨解説r生活古典穀誉7 家計調3^と生活5)f究j 75员~ 7 6真による。原論文は，岡実 r職工の生計状態j (社会 

‘ 政策学会論厳第6 冊 ！"生計>̂!̂問题』大正2年刊，所収）である。 ■
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>±(185) 前揭 rfl本の下斬J:会J 42K-44K«> 

(156)前掲I■家評調3Sと生活研究J 21^6

98 (400) ■

rきlU学会⑩誌J 71巻3号（1978年6月）

〔国れ支出階層別費目別支出®  (f細民j 及び工場労fil者）

「細民J食費 
工場労働者食費 

(247)

「細民J雑費 

タ悬労働者維費

:場労働者住居費 
「細寅」住 居 費 •

工場労働者衣服費 

「細民J衣服貴

30円

支出隙層

0 r細民j は 〔ま11〕による。

。工場労働者は，岡英 T職工の生計状態j の付まを津田氏力;整理されたもの（IT日本の都市下層社会』144H ) に 

よる0 '
0支出階層19.2円の力役型の2つの打点は，上記岡論文による東京市内日履人足の生計である（中鉢正ま解説『家 

計調査と生活研究』75K~76頁)。 .

。括弧内は工場労働者の調查数である。 '
。工場労働者及び力役型は，明治45年の調查であると考えられる。 '

。 r細民j の★費と雑費の修正については本文を参照されたい。

造は，月額が約15円で,その65%が食費，16%が住居費，2 % が衣服費，17%が雑費であったと考 

えることができよう。
(155)

ところで，横山源之助が掲げた明治30年 の r貧民J の2つの生計事例の食費を，物価及び人員で 

換算すると13‘6円, . 12.6円となり，いずれも10.1円をかなり上回っているこれは，明治30年代と 

比べて所得水準に大きな変化がないのに，ユンゲル係数が7割以上から65%に低下していることに 

も照応しており，都市に滞留し家族を維持し始めたために住居費及び雑費が必要経費として固定化 

し，明治20年代の残飯♦ 半への依存から，明治30年代にようやく米中心の内容に改善された食費を 

も切り詰めざるをえなかった状態を意味している。中鉢氏は，工場労働者について，「食費支出の 

購買力をむしろ引下げたJ r状況のもとで， とりわけ明治末一大正初期においてユンゲル係数が七 
■ .. - 

割台から五割台に変化したとすれば，そこには何等かの意味における生活構造上のIE力が加わって 

いるとみなけれぱならず，この圧力は当然のことながらエ場労働者生活のスラム的生活からの分離
(156) ム

と結びつけて考えられなけれぱならないj と述べられているが，都市下層自体も，家族を構成して



第 8 節工場労働者との比較

『細民調查統計表』の 「職工家庭調查J によると，職工の8 割以上は2 室は上の長屋に住み(平均
(157)

2.2室)，平均疊数は8.9覺，家賞の平均は4.0円であった。また，職工世帯主の平均月収22.2円，家

族の収入5.5円で（世帯主以外の家族の有業率は26.2%),財産収入を含めた総収入額は28.1円であり，
(158)

これに対して，職工世帯の平均r生活費J は26.5円であった。以上の金属.機械工業を中心とした 

職工の生活状態は，すでに検討したI■細民J の生活状態とは明らかに異なっており，基幹Wな工場
(159)

労働者は，明治末には，都市下層から基本的に分離した階層であったと判断すべきであろう。しか 

も, 'このような階層的分離が，特殊な例外ではなく，日露戦争を契機とした重工業の発展によって 

集積した工場労働者全般にも次第に妥当するようになってきたことに留意しなけれぱならない。換 

言すれば，都市下層は，明治中期に有していた広範な一般性を徐々に剝奪され，都市の内部で相対 

的低位に位置付けられ始めたわけである。

工場労働者のモードであり且つ平均的な生計収支は，岡庚「職工の生計状態」（明治4S年調査）と 

稲葉良太郎.r工人の生計」（明治43年調査）の •■大工場」調查によれぱ，収入が24円 （これは実収支均 

等点でもある）で，その約85%が世帯主収入であり，支出が24円で， 5割弾が食費，約17%が住居費, 

残りの約3割が衣服費や雑費という構成であった。明治30年代には都市下層の力役型と大差なかっ 

た所得水準もこの時期には明らかに相違しており，支出構造もユンゲル係数65%の都市下層とは與

注(157) r職工家庭調gj 30H~35Ho

(158)同上書， 8 K ~ 9 頁，36貢~41貝。すこたし, 乎均世带人員は3.5人である。r職工家庭調査J の対象が上層に偏ひ，過 

大申告の疑いもあるのではないかという指摘もあるが（前揭 f統計日本経済J1119頁~120買)，続いて述べる他の調ali 

と比べても，実勢を損うはど上回っていたようには思われない。

(159)前揭 r日本の都市下層社会J 132真〜143頁をも参照。ただし，階層としての晃質性を指摘されながらも〔142頁)，津 

W 氏は岡論文の第1まの家族人員4人を 5人と誤解されているととが端的に物語るように（132寅)，収入水準，更には 

生活水準が全く同等であると結論けよ'うとされているが（143貝)，都市下層と工場労働者の収入水準は，すでに述べ, 

また続いて述べるように，水準としては明確に^^なっていたと考-えざるをえない6 勿論，そのような:！:場労働者の収入 

力；，都市下層とは異贸な生活構造を安定的に支えるために十分であったか否かは，おのずから別問題であり，そのため 

には冗に10年を要するととになる。 ‘

(160)前海 r生活調查と生活研究J 20H, 70直べ7 寅 （筋3, 4, 5, 9, K)ま)，前掲『日本の都市下層社会j 133原~135 

K  (第53ま;ri:ノ1 , 3 ) より推計。なお，宇野利右衛門r職工のと生徒 j ホの生許事例も,向様のを琪付けて 

ぃる。

—— 99 (401)——

定期間都市に定着するために，従来の収入择組の内で生活構造の緊張を☆儀なくされており，こ 

のような状態の中から，重工業に履用された若い世代を中心に，庄力を被りながらも工場労働者の 

新たな生活構造が形成ざれ始めたと理解すべきであろう。しかも，都市下層を基盤とした工場労働 

者に至る広沙Iな生活揺造上の緊張こそが，後述するように，明治末期から大正中期の「都市民衆竊 

接J を根本的に規定したと思われる。

戦前における都市下層の展開（上） .



(161)
質であることが確認できよう。この事情を支出階層別に示したのが〔図》〕であ'ざr 前節でも述べ 

たが，「細民」雑費の支出坡張線が货費なみに上界しているごとからも，「細民」雑費には多少の食 

費が含まれていたと想定され，r細民j の長費は約1円上方に，r細民J 雑費は約1R下方に，それ 

ぞれシブトしていたと修正して〔図8〕を理解したい。この修正を前提にすると，工場労働者の8 

割以上が帰属していた20円以上の支出階層では，工場労働者の住居費と衣服費がf■細民」のそれを 

一定間隔で上回り，食費が逆の関係となっており，雑費が不明確であるものの，工場労働者とr細 

民J は，支出階層別に支出構造を檢討しても，異質な階層であったことか認められよう。
( 162)

し力、しながら，岡実がrギピカルJ とした「製糸，助織，活版，激紙等ニ従スル職工J の事例 

は，[図8〕に打点すると，修IE後 の 「細民」に•はぽ~̂致していたし，r職工家庭調查Jで な お 2 

割弱が1室に居住し（〔図8〕でも支出階層1G.6円の:C場労働者の住居費がr細民J のそれに重なっている）， 

家族の有業率も「細民」に劣らず高かった◊ これらの点から判断すると，重工業大経営以外の:C場 

労働者のある部分は，なお都市下層と大差ない生活構造を有していたと考えられる。吏に，津田氏 

が指摘されたように，IT：場労働者の下位2支出階層の食費がr細民J と一致しているが，これを論 

ずるには，1つの仮定が設けられねぱならない。というのは，これら下位2階層は，岡実論文の付 

録第3表によれば，独身者，とりわけ寄宿舍内の徒弟見習のような独身者だったと想像されるから 

である。それ故, r細民J の下位支出贈層にも単身者が一定に含まれており，その限りで，上記 ?̂

ような工場労働の独身者との比較が可能であるという仮定の下でのみ，以T の解釈が許されるであ 

ろう。支出階層15円未満の工場労働者は，独身で, その支出構造はほとんど「細民J と同じであり， 

15円前後から20円にかけて，工場労働者は，ようやく一家を構え，「細民」とは異なった支出構造 

を形成し始めるホ’ それは収入の約4分のi を家族収入に依存することによってのみ可能であったひ 

そして，支出階層20円以上になると，世帯主収; サな9割弱を占め，工場労働者世帯の支出は， 

「細民J と懷向的に異質な構造となって'̂(、る。岡実が，日給r七十銭以下の者には独:#者が多J く， 

その生活は「変化が著しJ く 「伸縮自在』であるのに対して，r七十銭以上の者は家族持ちに多」く， 

r大約二十円賞ふことが出来ればそれで妻を持つことが出来J, 「一旦家族を持った者は余程引输っ

注(161)支出もしくは収入階層別の支出に関しては,直線か非線型か,最低生活費の算定に使用可能か否か等の譲論があゥたがt 

ことでは，存在する资料を前提として费E1別支出を図示し，資料的に比較可能な2つ以上の被調查後団の間に傾向的な 

差異が認められるかどうかを検討することにしたい。すなわち, 被調ま集0i間，吏にはそれが代まするとみなされる社 

会旧層問の相対的な位ta付けのためにのみ,支出隙層別费目別支出0 を使用しすこ、、◊ なお，この譲論に関しては,策山京♦ 

中鉢正美共著r家庭経済論J 46貝~63其，奥村忠雄r生活水準と生計費J (森耕ニ郎編S*生活水準』所収）を参照されたいひ

(162)前揭 r家計調あと生活研究64K, 70K (祐 1表)。なお，岡实が揭げた付まの中心は，機械工場の職工であった。 

この点，注意をする

(163)同上書，71貢（馆3お)。

(164)津in氏は，D ：勘労働者の勘合には，その® 潜的地位を保持しようとする限り，飲食物!^は© 走した文出を要求し， 

それが支えきれなくなってスラム的存在へ移行するJ (f*ロ本の都市下層社会i , 141貝）と静態めに解釈されているが， 

資料の性格からしても, 木文のように，家族周期及びlit代の祝点から接近すべきであろう。世代については，1■職工家 

庭調査J のィr-齡構成が，f細民J の工業型と比べても，約10歲以上ネ*̂返ゥていたことを想起されたい。
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戦前における都市下層の展{jjj (L )

(165)

てJ 生活を営むと述べていることも，上記の解釈を裏付けているといえよう。 '

以上要するに，巧治末から大正初頭においては，工場労働者，少なくとも重工業大経営の工場労 

働者の生活構造は，都市下層とは基本的に與質であった。しかし，重工業大経営以外の工場労働卷 

の-^部や，大経営といえども徒弟見習のような独身者が，未だ都市下層とほとんど同質の生活構造 

を有していたことにも窗意しなければならない。しかも，家族収入及び時間外労働のi當カ)nや食費内 

容の切り詰めに示されるように，生活構造上の緊張を伴うことによってのみ，この時期の工場労働 

者の都市下層からの分離が可能であった6 方，都市下層の側からみれぱ，その生活水準が一般的 

共通性を失い，都市において相対的低位に位置付けられ始めるが，なお都市下層の一般性が完全に 

失われるには至らなかったといえよう。そして，とり践されたかにみえる都市下層自体も，明治20 

年代から30年代にかけての生活水準の向上をてこに，明治末期には小規模夫婦家族を維持し始め， 

そのために緊張した生活を送らねばならなくなっ いた。むしろ，このような都市下層の生活の変 

化を基鍵として, 世帯を形成し始めた若い世代の工場労働者の中から，上記のような新しい生活構 

造が生み出されてきたと理解すべきであろう。

第 9 節 その他の生活指標

• まず，「細民J の★費の内容を見ると，その大半を占めていた主食は，米飯が76‘1 % ,残飯が2.8 
(168)

麦飯が21.1%で，明治30年代以降，残版がほとんど皆無となり，米 食 が 「細民」全体に普及定
(169)

着してきたと考えられる。

蒲団の所有状況は，「細民J 世帯の94.4%が所有しており)，少なからぬ世帯が蒲回を持たず損料 

貴から借りていた明治中期と比較すると，ある程度改善されたといえるだろう。しかし，所有して 

いるといっても， 1 人当りせいぜい1 枚程度であった。

また，「細民調查J は，神棚及び仏壇の有無を調べている。それによると，神棚を有する世帯は 

65.5%,仏壇を有する世帯は62.1%で，両方を有する世帯は49.6%に上り，どちらも持たない世帯
(171)

は21.9%であった。一家3〜 4人が4.5覺 1間に居住する状態で，粗末であったかも知れないが， 

思いのほか多くの世帯が神棚义は仏壇を有していたといえよう。もし，神棚が拡大する都市での社

注(165)前得『家庭調査と生活gif究J 63M。

(166)マクロ的にみても，r細民J の収入水準にはほとんど変化がなかったが，製造業総合の奨質貨金Irミ数は, 1900年40.0 

円から19104(iの53,1円と上昇していた（前海 r物価J 243頁)。

PT炎のま現を借りれぱ, r波等職工は必ずしも筋民にあらずj び家計調& と生活研究j 67貝）ということになる。

(167)前掲，兵藤『tl本における労資関係の展開J 318K〜319貝。

(168)『細民調査統計衷j( 141賈〜153頁，r細民調を妹計-表摘要J1188貝。

<169) ノゾ徳三郎は，[本邦のお民は残飯又はま饭を食する事を恥ぢ，仮令ひ副众物を節めしても米飯を食する風ありJ 

(r下層社会??f究』1(52S)と述ぺている6 

<170) r細民調查統計爽S128K--133Koなお，借入してはいる力‘、所有しているH!滞を合めると93.4%になる。

(17り同上書，154K-157K, 6"細民調滋^1懷摘51«』146H~147Ko '
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会的な位置付けを，仏壇が都市生活で失った者（!■細民J の乳幼兄死亡奉は高かったと思われる）への供 

養と先祖との関連における出自とを，それぞれ象徴しているとすれば，「細民」世帯は， 自らの空 

間的時間的関係付けを必要とするはど，家族としての梓組を確立していたと考えることができよう《 

収支状態を間接的に検討すると，r現ニ質入アル者J が63.5%, r借金アル者J が37.4% , そして 

「貯金ナキ者」が95.7染2で，これらの数値から判断すると，既述した平均的な収入と支出から想像 

される以上に，「細民』家計の収ま;は苦しかったと思われる。ただし明治中期に比べると，「細民の 

収入多きことj 等の理由で，「近来は此の種の細民質（股引，下駄学を質享とした小口のもの—— 第者） 

大に減少せしがため，従って彼の謂ゆる『ォドリJ , 『上ゲ下ゲ』または通用物と称えて朝，寝具を 

入れて衣服を出し夕，衣服を入れて寝具を出すと言ふが如く，银日若千の利息を支払ふて朝夕入替
(173)

をなすもの絶へて热しJ と述べられている。

最後に，世帯主の媒楽について兄ておきたい0 世帯主中73‘2%が不詳であるが，これは，娘楽な 

しと考えても差しつかえなかろう。拱楽ある者の内訳は，寄席が2 7 .1 % ,芝居が2 1 .1% ,各種音曲
(174)

が1 0 .5 % ,囲卷将棋が同じく1 0 .5 % ,活動写真が6 .1 % ,等であった。総じて，「細民」の多ぐは特 

別に媒楽を持たず，持ったとしても大半は伝統的なものであったといえよう。
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第10節貧困原因，その他

都市下層に関する一速調查において，最も欠如していたのは，都市下層の経歴についての諸項

目であるという印象をぬぐうことができないが， 「細民調査J の場合も例外ではなかった。相互の

関連が不明で経路を想像することも不可能だが，若干の事項を記しておきたい。

まず，上京の理由は，就業機会を求める等の糖極的な理由が約7割で大半を占めていたのに对
(175) .

して，地方から押し出されるという消極的な理が約2割に過ぎなかった。これを額面通りに受け 

とると，出稼型論にとって格好の対象である「細民」においてすら都市への流入は，農村構造から 

の一元的説明が不可能で，都市での就業動機と恐らくはその後の生活の展望とを媒介にしなければ 

ならなかったと考えられる。

次に，上京後現地へ転入するまでの期間を見ると， 5年未満が約4割，15年以上が約3割で，r出 

京後はとんど直線的に流入するか，あるいは長い年月の後に移転して来るJ という津旧氏の主張は

注(172) I■細民調統計表1 164H~183JC。 .

( m ) 前掲 8■下層社会研究Ji 6 K ~ i 7 K o  r細民の多くは平生渴々に生せる力'、故に,若し雨天連練して営業顏廃に及べぱ 

まちに米代に溝し不時の災旧，祝, 巧それぞれのlii数あらぱ，忽まちま評に欠猫を生ずるが故に，何物かを質入して一* 

時の凌ぎをなすの外に策なしj ((Hjttr, im)o
(174) r拙民調& 統 ま J 9 l X t ~ 9 2 H o総数3,047名IK 姨'楽のあるあは818名 （26.8%)である《なお，「職:!:家庭調查j K 

よれぱ，媒ある者は，少なくとも83.7%であった（同:きも19K‘20；C )。

(175)同J濱 ，107M-108H,なお，放複旧答を許した8'細民調お統計ま摘3!̂』でも，教{極的现山は約5制であった（同書, 

l36J(-l37K)o '
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原 因 代 表 的 項 目
下谷•浅草区 
貧困の主因

本所•深川区；

重 複 回 答 副 因 の 推 計

個人的関係 32.8 19.8 169

身体的能力 13.1 8.9 110
r虑gg •疾病J 1し5 6.8 54
r老衰j 1.6 1.5 31

精神的能力 12.9 4.3 A 8 1

■■無教育•怠情J 4.6 L3 A37
r技術拙劣.無能J 8.3 3.0 A44

■道德的能力 6.8 6.6 140

家族的関係 17.6 14.5 257

[係累多しJ 6.7 4.0 32
r家族疾病.死亡i 4.9 8.3 . 252

r扶養者死亡等J 6.0 2.3 A27

職業的社会関係 24.1 13.4 74

r商業•事業の失敗J 21.4 8.5 A77
• r失業J 1.4 1.6 37

r転職J 0.4 1.8 67

経済的社会関係 11.3 31.5 1,105

1■労銀低下J 4.8 4.6 98

[物価上昇J 2.2 25.6 , 1,041

r労{動需要の欠乏J 4.3 0.6 A63

自然的関係 7.2 16.9 570

その他の原因 7.0 3.9 22 .

合 計 100.0% (2,739) 100.0^(4,243) 2,197

理由なし71名，申 rg己より貧困なる者J 2,046名につい
告不詳237名を除 て重複回答を許して，調查したもの
<o

o 『細民調ま統計表』93H-94H, 6■細民調查統計衷摘要』144賈~145買より作成。 
oglj因の推H•は，2,046人の主因をへ下谷•淡草区の構成比から求め，それを回答数から引くことによって行なった。
0原因の分敏は，おおむね『細民調;&統計表摘耍J による。

ないが，本新.深川区では全体の28.0%が 「父祖ノ代ヨリ貧困ナリシ者j で，残り72.0%の 「自己 

ヨリ貧困ナル者」について調査されている。貧困の主因は，個人的関係と家族的関係で50*4% に達 

し，「係累多シj が少なくなっているものの，内生的原因が中心である点では，明治中期と同様で 

あった。しかし, 「商業又ハ車業ュ央敗Jに代表される社会関係が35.4%で，この点では，明治中期

注(176)『細民調S統H.表J118頁…119K, r日木の都市下jgj社会_!105Ko
(177)『細民調ま統g+まi109K~110Ko

-— ■103 --- -

?：1

戦前における都市下層の展開（上）
(176) ‘ (177)

妥当すあろう。転業回数は意外に少なく，0回が約4割， 1回が約3割，2回が約;2割となってお 

り， 「細民」世帯主にとって，職業の下向移動が直ちに都市下層への停滞もしくは転落を意味し， 

都市下層内部では可能な限り同一職業を継続しなけれぱならなかった事情を示している。

最後に，〔ま12；) によって，貧困の原因を見ておきたい。下谷•浅草区では明雄に区別されてい

/ 〔表12〕 貧困の原因（明治末〜大正初頭のI■細民j 世帯主）
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との間に明らかな相違が認められる。し力、も，副因の推計によると，f■物価ノ騰貴J の経済的社会 

係が約半数を占め，社会的原因が内生的原因と密接に関速していたことが分る。また，重複回答 

を許した場合, 社会関係の回答数は，被調查者の約9割に上り，都市下層全体が，何らかの社会的 

貧困原因と係わっていたので(あ 換 言 す れ ば , 明治末から大正初頭の都市下層は，後の時期はど 

ではないとはいえ，日露戦争後の都市社会の展開に大きく組み込まれ始めたのである。

(新德大学商業短期大学部専任講師）

注 （178)八浪德S 郎は，r鼓困の原因は多くその社会組織の如何に因もJ と述べ，r救貧事業J を批判し，保険制を軸とした 

r社会的政策j の必耍を説V、ている（r下® 社会研究J176JO。

なお， 京市内生れの世带主を一 走に含む下谷，淺草【えでは，r商業又ハ事業ュ失敗j が大きな位廣メど占めているが， 

とれは，都市の伝統的営業潜の分解，没落と閲速しているのかも知れない0
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